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巻 頭 言

通常の学級において特別支援教育を「コミコミプラン」に
【プロフィール】　埼玉県内の特別支援学校及び小学校特別支援学級の教員として実践し、県教育委員会指導主事及び特別支
援学校及び小学校の管理職を務めた。埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター教授を経て、現職の国立特別支援教育総
合研究所・発達障害教育推進センター上席総括研究員（兼）センター長。専門分野は、知的障害及び発達障害教育の教育課
程と指導法、インクルーシブ教育、授業のユニバーサルデザイン。

1　はじめに
　令和４年 12 月に文部科学省が、通常の学級に在籍
する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関す
る調査結果を発表したことは、ご存じだろうか。小・
中学校の通常の学級で学習面又は行動面で特別な支
援を必要としている児童生徒が 8.8％、高等学校で
2.2％、この数字を聞いたことがあるという人は多い
と思う。この調査結果を基にすると、いわゆる発達
障害（傾向や疑いを含む）の児童生徒は、35 名程度
が在籍している小・中学校の通常の学級に、３名は
在籍していることになる。現在、全ての小・中学校
の全ての通常の学級で、発達障害の児童生徒の指導
と支援が、大きな課題になっている。もちろん高等
学校においても、2.2％という数字を過小評価できな
い現状があると問題提起したい。
　
2　発達障害の課題は通常の学級の課題
　発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉
症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する
脳機能の障害であってその症状が通常低年齢におい
て発現するものとして政令で定めるもの」と定義さ
れている。発達障害の可能性のある児童生徒は、通
常の学級を含め、全ての学校・学級に在籍している
と考えられることは、先に紹介した調査結果からも
明らかである。障害のある児童生徒というと、特別
支援学校や小・中学校の特別支援学級に在籍してい
る（在籍すべき）と認識している人がいる。しかし、
地域の学校で障害の有無に関わらず共に学ぶことは、
障害者の権利条約という国連の条約に批准している
我が国は、地域で共に学ぶインクルーシブ教育シス
テムを構築していくことが課せられている。さらに
いうならば、発達障害（傾向や疑い）の児童生徒は、
通常の学級に在籍していることが多く、発達障害の
課題は、通常の学級の課題であると認識する必要が
ある。

3　通常の学級で特別支援教育が何をもたらすか
　そこで私は、通常の学級において、特別支援教育

を「コミコミプラン」とすることを提案したい。「知
的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必
要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校におい
て実施されるもの」（文部科学省、2007）という特
別支援教育体制に移行したのが、平成 19 年４月１日
である。それからすでに 20 年近くの年月が経ってい
るが、未だ特別支援教育は、通常の学級における教
育において「オプション」の存在にとどまっている
と言わざるを得ない。「オプション」というのは、「通
常の学級の教育に特別支援教育をつけますか？つけ
ませんか？」という感覚である。私は、通常の学級
において、特別支援教育を「コミコミプラン」にす
るべきであると考えている。
　しかしながら、通常の学級の指導・支援を行う現
場の教員から、以下のような声を聞くことがある。「特
別支援教育の大切さは感じているのですが・・・」と。
つまり特別支援教育は、通常の学級に在籍する児童
生徒の教育に、どのような効果（メリット）がある
のかという思いである。「必要だと思うが、必要だと
いう確信が持てない」というのが、素直な感覚だと
思う。そういう感覚のままだと、「特別支援教育をオ
プションでつけますか？」と問われても、「多忙なの
で結構です」と答えても不思議ではない。それでは、
特別支援教育が通常の学級の教育にもたらす効果 ( メ
リット ) は何だろうか。私は迷わず、一人一人の児童
生徒が安心して学べるという心理的安全性であると
答える。

4　特別支援教育と心理的安全性
　特別支援教育とは、「一人一人の教育的ニーズを把
握し、 その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改
善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を
行うもの」（文部科学省、2007）である。児童生徒
一人一人が、学校の先生に自らの教育的ニーズを把
握してもらい、自らの生活や学習上の困難さに対し
て適切な指導・支援をしてもらえるならば、間違い
なく学校教育に対する安心感が持てると考える。私
は、特別支援教育で大切とされていることを、以下
の４点であると捉えている。
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巻 頭 言

①アセスメント（実態と課題を明確にすること）
②スモールステップ（指導計画と指導方法の工夫）
③教材・教具（多様な感覚を活かして学ぶために）
④環境設定 ( ユニバーサルデザインの視点の活用 )
以上は、特別支援教育のみならず、通常の学級の指導・
支援にも通ずるものである。特別支援教育の実践に
よって、一人一人の児童生徒の心理的安全性が確保
されることで、現代的な教育課題（いじめや不登校等）
の解決につながると、私は確信している。

５　私が実践した学校コンサルテーションから
⑴　学校コンサルテーションとは
　私は、前職の大学教員だった７年間、教育委員会
の委嘱を受けて、学校コンサルテーションを行った。
学校コンサルテーションとは、指導助言を行うスー
パーバイズではなく、異なる専門性が協働して課題
の解決に向かう取組である。授業観察後、実践者を
含めて、立場や専門性が異なる複数のメンバーで協
議を行う。以下、私が観察した授業を紹介する。
⑵　授業観察の様子
　小学校３年生、算数科の授業である。その学級には、
自閉スペクトラム症と診断されている児童が在籍し
ていて、コンサルテーションの事例児になっていた。
教室に入るとすぐに、一番前の席に「この子だな」
と確信できる児童を見つけた。自閉スペクトラム症
は、社会的コミュニケーション及び対人的相互反応
において持続的な困難があり、行動、興味、又は活
動の限定された反復的な様式が認められる障害であ
る。時には「空気が読めない」言動から、人間関係
でトラブルを起こしがちである。
　事例児は、とても積極的に授業へ参加し、教師が
発問するとすぐに手を上げて、指してほしい思いを
アピールした。しかし指してもらえないと、声を出
して悔しさを表わした。授業開始 15 分ぐらいを過ぎ
たところで、ようやく指名してもらえた。うれしそ
うに発言し、それが正しい答えで褒められた。授業
の程よい時間に指名する担任教諭は、その児童の特
性をよく理解していることが伺われた。
　その後の課題解決の場面でも、積極的に手を上げ
たが、指名されることはなく、授業は終盤を迎えた。
イライラするというほどではないが、まとめの内容
を教師が板書をしたあたりから、モジモジする感じ
で落ち着きが無くなってきた。そして事例児は、我
慢できず手を上げ、指名されていないのに発言した。

「先生、違います、ミリメートル、センチメートル、メー
トルです」と。担任教諭も予期せぬことで、びっく

りした様子だった。しかしすぐに事例児の特性を理
解して、「そうだね、ミリメートル、センチメートル、
メートルだね」と、板書を書き直した。

　左の写真を参照
し て い た だ き た
い。上の写真では、
左 か ら「 ｍ、 ㎝、
㎜」と板書してい
た。その順番に違
和感を覚えて、突
然発言をしたので
あった。そういう
ことにこだわるこ
とを担任教諭は把
握していたので、
さりげなく板書の
一番右の「ｍ」を
消して一番左に書
き足し、下の写真
のように左から右
に大きな単位とな

る「㎜、㎝、ｍ」としたのであった。この後、事例
児は納得して着席したのであった。
⑶　事例から学ぶこと
　本事例は、担任教諭が特別支援教育の基本を踏まえ
たさりげない対応で、学級の子供同士の安心感のあ
る人間関係を確立した実践と評価できる。事例児と
担任教諭とのやりとりは、時間にすればわずかな時
間であった。しかし、このやりとりに、「またか」と
いう思いを抱く児童がいてもおかしくない状況だっ
た。しかし周りの児童は、朗らかに成り行きを見守っ
ていた。その様子から、友だちのことを受け止めて
いること、そして担任教諭に対する信頼が感じられ
た。担任教諭が、事例児の特性を否定的に捉えずに、
適切な指導・支援をしていたからである。

６　特別支援教育を「コミコミプラン」に
　このように私が提起しても、「いや、私は特別支援
教育を専攻して教員になったわけではないので」と
尻込みをしてしまう皆さんに、一言。特別支援教育
の基礎基本は、生徒指導や教科等の指導の基礎基本
と並列であると伝えたい。特別支援教育を通常の学
級の「コミコミプラン」にし、心理的安全性のある
教育を実現し、子供たちの未来を育てましょう。

【参考】文部科学省（2007）「特別支援教育の推進に
ついて（通知）」
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県 教 委 事 業 紹 介

特別支援教育コーディネーターの連携と
協働に関する調査研究

県立総合教育センター　特別支援教育担当

1　はじめに
　インクルーシブ教育システムの構築という視点に立
ち、特別支援教育の推進を図るためには、特別支援教育
コーディネーターを中心に各教職員がそれぞれの役割
を果たし、組織で取り組む校内支援体制の充実が不可欠
である。
　特別支援教育コーディネーターは、特別な教育的支援
を必要とする児童生徒に対して、個別の教育支援計画や
個別の指導計画の作成・活用の支援、教職員・保護者・
関係機関との連携・協力など、校内支援体制を充実させ
るために中心的な役割を担っている。
　そこで、「特別支援教育コーディネーターの連携と協
働に関する調査研究」と題し、特別支援教育コーディネー
ターの直面する課題解決に向けた研究に取り組むこと
とした。研究にあたっては、特別支援教育コーディネー
ターを中心としたさまざまな【つながり】に視点を当て、

「連携」及び「協働」の視点をもって進めていく。
　
2　研究の目的と方法
　特別支援教育コーディネーターの役割とその支援方
法を明らかにし、学校の特別支援教育の質を向上させる
ことを目指す。
　具体的に、以下４点に焦点を当て研究を進める。
・�特別支援教育コーディネーターの現状、課題を把握

する。
・�特別支援教育コーディネーターの役割を支援するデ

ジタルハンドブックを作成する。
・�特別支援教育コーディネーターの課題解決に向けた

実践事例を収集する。
・�県立学校及び市町村立小・中学校、総合教育センター

の研修で広く周知する。

３　研究の概要
⑴　アンケートによる現状、課題の把握
　特別支援教育コーディネーターの役割に関する現状
と課題を把握することを目的としたアンケートを実施
した。対象者は、小・中学校、高等学校及び特別支援学
校における特別支援教育コーディネーター及び管理職

とした。アンケート結果より、以下のことが明らかになっ
た。（一部抜粋）
・�特別支援教育コーディネーターとしての経験が３年

以下の教員が多数を占め、短期間での交代が多い。
・�特別支援教育コーディネーターの取組として、「保

護者からの相談・助言」、「外部機関との連絡・調整」
の２点が多かった。しかし、小・中学校及び高等学
校では、うまく取り組むことができていない状況が
窺えた。担当する学級の業務などがあり、特別支援
教育コーディネーターとしての時間を十分に設ける
ことができない状況等から、同業務を管理職や他の
学級担任が担っている現状もあった。

・�特別支援教育コーディネーターとして困っているこ
とは、「専門性・専門知識不足」が高く、特に小・
中学校及び高等学校が突出している。その一方で、
特別支援学校では、「多くの相談件数」、「特別支援
学校のセンター的機能の積極的な活用」「高校通級
指導教室の特別支援教育コーディネーターの外部支
援体制の構築」が高く、上記の理由もあり、小・中
学校及び高等学校等からの「センター的機能」の依
頼が増えている現状が窺える。

⑵�　特別支援教育コーディネーターデジタルハンド
ブック及び実践事例集の作成
ア　作成の視点

　研究の経緯やアンケートの結果をもとに、特別支援
教育コーディネーターにとって使い勝手のよいもので
あることを第一とし、「見やすい」「わかりやすい」「使
いやすい」の視点で整理した。

「見やすい」
初級編、中級編等、閲覧者に合わせた資料である。

「わかりやすい」
学校の具体的な事例として、「実践事例」を掲載している。

「使いやすい」
スマートフォンやタブレット等での閲覧ができる資料
である。国や県の資料にもリンク付けしている。
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初級編、中級編、管理職編は以下の項目で整理した。

デジタルハンドブックの構成は、図１の通りである。
青字で示したものは、関連ページ及び関係資料（外部リン
ク）へ移動することができるようにした。

他にも、「用語解説」、「参考資料・関連機関」、「参考Ｑ
＆Ａ」を作成し、専門性や専門知識を補えるように配慮し
た。

実践事例については、①効率的な業務、②校内研修、③
校内連携、④校内支援委員会等の効果的な運用、⑤巡回相
談、⑥外部機関と連携した校内支援、⑦協働的な活動の７
項目で整理してまとめた。

特別支援教育コーディネーターの役割は、
「つなげる」がキーワードです。
「どこへどのように」つなぐのかを考えることが
ポイントです。

１１－－①①
特特別別支支援援教教育育ココーーデディィネネーータターーのの役役割割

校内連携

?校内委員会等を踏まえた個別支援の（検討・）実施・評価
?保護者との関係づくり
?（必要に応じて）特別支援学校のセンター的機能の活用及び巡回相談依頼

外部機関
との連携

?校内支援体制の充実
?専門機関等へ相談する際の情報収集と連絡調整
・校内委員会等の企画・運営・機能の再点検等

校内研修
の推進

?特別支援教育の理解の推進（教職員・児童生徒・保護者・地域）
?校内研修の企画・運営

特別支援教育コーディネーターは、学校内の関係者や外部の関係機関と
の連絡調整役、保護者や教職員に対する相談窓口、校内委員会の運営や特
別支援教育の理解の推進役といった役割を担っています。

１１概概要要

２２役役割割

３３ポポイインントト

教育相談窓口
外部機関との連携

校内委員会の運営 児童生徒への
支援の充実

個別の教育支援計画
個別の指導計画の活用

特別支援教育の理解の推進（教職員・児童生徒・保護者・地域）

相談窓口

?保護者、教職員の相談窓口
?校内関係者との連絡調整（必要に応じて外部機関との連携）

実態把握

?校内委員会等に向けた情報収集及び準備（児童生徒の実態把握等）
?担任への支援含む（相談に応じたり、助言したりするなどの支援）

連
絡
調
整

TOPページへ

支援の
継続

体制の
継続

【図１ デジタルハンドブック構成】

４４ 成成果果とと課課題題

⑴ 研究の成果
アンケート調査等を通じて特別支援教育コーディネ

ーターの役割に関する現状と課題を把握し、それを踏
まえたデジタルハンドブックの作成及び公開をするこ
とができた。また、実践事例については、調査研究協力
委員の協力により、具体的かつ創意工夫に富んだ実践
を収集することができ、教職員にとって有用な事例集
としてまとめることができた。
⑵ 今後の課題

今後は、本デジタルハンドブックが学校現場で広く
活用されるよう積極的に発信することやセンター研修
等でも活用していくことが重要である。また、特別支
援教育コーディネーターのやりがいや魅力についても、
併せて発信・継承し、資質の向上及び次世代への特別
支援教育コーディネーターの育成につなげていきたい。

特別支援教育コーディネーターデジタルハンドブック
※実践事例もこちらからアクセスできます。

初級・中級編 管理職編

【ポイント】表題に係る特別支援教育コーディネ
ーターの取組や取り組み方について
要旨を示しています。

【概要】 国や県の通知等をもとに、表題に係る概要
を示しています。

【役割・手順・方策】 詳細を役割等で示しています。

【初級編】
１ー① 特別支援教育コーディネーターの役割
１ー② 年間活動計画
１ー③ 教育相談
１－④ 校内委員会（校内支援委員会）
１－⑤ ケース会議
１－⑥ 外部機関との連携

【中級編】
２ー① 校内支援体制づくり
２ー② 特別な配慮を要する児童生徒の実態把握
２ー③ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の活用
２－④ 学校内の次年度への引継ぎ
２－⑤ 校内研修
２－⑥ 支援が必要と思われる児童生徒への対応
２－⑦ 就学・転学関係（就学時健康診断等）

【管理職編】
１ 学校経営 ① 校長のリーダーシップと学校経営
１ 学校経営 ② 校内支援体制の構築
１ 学校経営 ③ 校内委員会の役割の明確化と支援

までの手順の確認
２ 校内委員会 ① 校内委員会の役割の明確化と

支援までの手順の確認
２ 校内委員会 ② 校内委員会の組織及び構成
３ 特別支援教育コーディネーターの指名 ①

指名に当たっての配慮事項
３ 特別支援教育コーディネーターの指名 ②
【参考】研修 ① 校内研修の推進
【参考】研修 ② 学校外における研修への参加意識
【参考】保護者 保護者への理解・促進
【参考】関係機関との連携 医療、福祉、その他の

関係機関との連携

県 教 委 事 業 紹 介

イ　構成
　特別支援教育コーディネーターの取組を整理し、初
級編、中級編、管理職編は以下の項目で整理した。

【初級編】

１ー① 特別支援教育コーディネーターの役割

１ー② 年間活動計画

１ー③ 教育相談

１－④ 校内委員会（校内支援委員会）

１－⑤ ケース会議

１－⑥ 外部機関との連携

【中級編】

２ー① 校内支援体制づくり

２ー② 特別な配慮を要する児童生徒の実態把握

２ー③ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の活用

２－④ 学校内の次年度への引継ぎ

２－⑤ 校内研修

２－⑥ 支援が必要と思われる児童生徒への対応

２－⑦ 就学・転学関係（就学時健康診断等）

【管理職編】

１ 学校経営 -① 校長のリーダーシップと学校経営

１ 学校経営 -② 校内支援体制の構築

１ 学校経営 -③ 校内就学支援の在り方

　　　　　　　　（校内委員会との関連）

２ 校内委員会 -①校内委員会の役割の明確化と

支援までの手順の確認

２ 校内委員会 -② 校内委員会の組織及び構成

３ 特別支援教育コーディネーターの指名 -①

指名に当たっての配慮事項

３ 特別支援教育コーディネーターの指名 -②

【参考】研修 -① 校内研修の推進

【参考】研修 -② 学校外における研修への参加意識

【参考】保護者 保護者への理解・促進

【参考】関係機関との連携 医療、福祉、その他の

関係機関との連携

　デジタルハンドブックの構成は、図１の通りである。
青字で示したものは、関連ページ及び関係資料（外部リ
ンク）へ移動することができるようにした。
　他にも、「用語解説」、「参考資料・関連機関」、「参考
Ｑ＆Ａ」を作成し、専門性や専門知識を補えるように配
慮した。
　実践事例については、①効率的な業務、②校内研修、

③校内連携、④校内支援委員会等の効果的な運用、⑤巡
回相談、⑥外部機関と連携した校内支援、⑦協働的な活
動の７項目で整理してまとめた。

【図１　デジタルハンドブック構成】

４　成果と課題
⑴　研究の成果

　アンケート調査等を通じて特別支援教育コーディ
ネーターの役割に関する現状と課題を把握し、それを
踏まえたデジタルハンドブックの作成及び公開をする
ことができた。また、実践事例については、調査研究
協力委員の協力により、具体的かつ創意工夫に富んだ
実践を収集することができ、教職員にとって有用な事
例集としてまとめることができた。
⑵　今後の課題

　今後は、本デジタルハンドブックが学校現場で広く
活用されるよう積極的に発信することやセンター研修
等でも活用していくことが重要である。また、特別支
援教育コーディネーターのやりがいや魅力について
も、併せて発信・継承し、資質の向上及び次世代への
特別支援教育コーディネーターの育成につなげていき
たい。

特別支援教育コーディネーターの役割は、

　「つなげる」がキーワードです。
　「どこへどのように」つなぐのかを考えることが
　ポイントです。

１－①
特別支援教育コーディネーターの役割

校内連携

• 校内委員会等を踏まえた個別支援の（検討・）実施・評価
• 保護者との関係づくり
• （必要に応じて）特別支援学校のセンター的機能の活用及び巡回相談依頼

外部機関
との連携

• 校内支援体制の充実
• 専門機関等へ相談する際の情報収集と連絡調整
・ 校内委員会等の企画・運営・機能の再点検等

校内研修
の推進

• 特別支援教育の理解の推進（教職員・児童生徒・保護者・地域）
• 校内研修の企画・運営

　特別支援教育コーディネーターは、学校内の関係者や外部の関係機関と
の連絡調整役、保護者や教職員に対する相談窓口、校内委員会の運営や特
別支援教育の理解の推進役といった役割を担っています。

１　概要

２　役割 

３ ポイント

外部機関との連携

校内委員会の運営 児童生徒への
支援の充実

個別の教育支援計画
 個別の指導計画の活用

特別支援教育の理解の推進（教職員・児童生徒・保護者・地域）

相談窓口

• 保護者、教職員の相談窓口
• 校内関係者との連絡調整（必要に応じて外部機関との連携）

実態把握

• 校内委員会等に向けた情報収集及び準備　（児童生徒の実態把握等）
• 担任への支援含む（相談に応じたり、助言したりするなどの支援）

連
絡
調
整

TOPページへ

支援の
継続
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継続
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「埼玉教育」第 2 号（No.830）令和 7 年 11 月　　4



特 集 ① 不 登 校 対 策 の 推 進 と 生 徒 指 導 の 充 実

～学校と教育センターを両輪とする不登校対策の展開～
　加須市では、不登校問題に対し、加須市立教育センターと学校を両輪とした組織的な対策を行ってきた。その結果、令和６年
度は不登校児童生徒数が減少に転じている。教育センターでは、通所で学習支援や教育相談を受けられる学習室、フリースクー
ル型の支援、オンラインでの支援、保護者の会など４つの「ピア」を展開している。学校訪問や校内研修、不登校問題対策委員
会などを通じて学校現場を支えている本市の取組を紹介する。

加須市教育委員会学校教育課　主幹兼教育センター副所長兼指導主事　菅
す が

谷
や

　優
ゆ う

子
こ

1　はじめに
　近年、不登校児童生徒数は全国的に増加を続けて
いる。不登校の要因は多様化、複雑化しており、学
校のみでの対応には限界がある。
　本市においても同様の傾向が見られ、令和６年度
までの５年間で不登校児童生徒数は約２倍に増加し
た。この深刻な事実を受け止め、不登校対策を本市
の最重要課題と位置づけ、教育委員会を中心に全力
で取組を進めてきた。その結果、この３年では、令
和４年度 205 人、令和５年度 263 人と増加を続け
てきたが、令和６年度は 253 人とやや減少に転じ
た。依然として多い状況ではあるが、組織的な対応
が一定の成果を上げたものと考える。
　学校教育課では、「未来につなぐ人づくり～学校
の教室まで届くまごころ支援～」をテーマに掲げ、
心の教育の充実、多様なニーズに応じた教育、確か
な学力の定着・向上などを柱に様々な施策を行って
いるが、本稿では、特に加須市立教育センターの取
組について焦点を当てて紹介する。　

２　教育センターの「４つのピア」
　加須市立教育センターでは、適応指導教室を開設
して、不登校児童生徒に対する支援を充実させてい
る。

⑴　加須学びサポート「ピア」（適応指導教室）
　学びサポート「ピア」では、指導員兼相談員が学
校生活への適応に向けた指導を行っている。主な支
援内容は、①学習支援　②教育相談　③ソーシャル
スキルトレーニング　④生活指導　⑤学校との連携　
⑥家庭との連携　である。

【表１　学習室ピアの時間割】
　9:10 〜 10:50 １・２時間目（休み時間含む）
10:50 〜 11:15 朝の会・ラジオ体操
11:15 〜 12:00 ３時間目（みんなで授業）
12:00 〜 13:00 昼休み
13:00 〜 14:40 ４・５時間目（休み時間含む）
14:40 〜 14:50 帰りの会・１日のまとめ

　原則として１日５時間の授業を行い、個々の学力
や状況に合わせた学習支援を行っている。集団授業

やスポーツ、幼稚園児とのふれあい、遠足などを取
り入れ、学校復帰に向け、学びと他者との交流の両
面から成長を支えている。また、保護者・児童生徒
との定期的な面談を通して、不安や課題を整理し、
次のステップへつなげていることも特徴である。

⑵　加須ステップ「ピア」（フリースクール型）
　毎週金曜日に、かるたなどの遊び、作品づくり、
調理実習、スポーツなどのプログラムを用意し、フ
リースクール型の支援を行っている。学びサポート

「ピア」の通所児童生徒と、参加児童生徒がともに
活動を行い、学習や交流の場となっている。

⑶　加須学びリンク「ピア」（オンライン支援）
　オンラインによる１対１の個別学習支援を行って
いる。また、令和７年９月から、埼玉県が開始して
いる「メタバース空間を活用した不登校児童生徒等
支援事業」に参加し、教育センター職員がメタバー
ス空間上からも不登校児童生徒を支援している。

【図１　４つの「ピア」　案内チラシ】
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特 集 ① 不 登 校 対 策 の 推 進 と 生 徒 指 導 の 充 実

⑷　「ハート♡ピア」（不登校を考える保護者の会）
　子供の不登校について悩みを抱える保護者の会を
年４回開催している。
　専門家を招いて、親と子の関わり方や心のもち方、
進路に関わる情報などを提供したり、座談会で、参
加者同士が意見を交換したり、悩みを共有したりで
きるようにしている。終了後は個別の教育相談の場
も設定している。

参加者からは、「子供の気持ちに寄り添えていな
かったことに気づかされました。」「私だけではない、
娘だけではない、同じ人たちがいるのだと涙が溢れ
ました。」などの感想が寄せられており、この会は
保護者の心の安定と適切な親子関係の構築に役立っ
ている。

３　教育センターによる多様な教育課題への対応
　本市の教育センターは、不登校をはじめとする
様々な教育課題に対する相談機関としての機能を併
せ持っている。児童生徒や保護者の相談を受け止め
るため、相談員２名、スクールカウンセラー３名、
スクールソーシャルワーカー２名を配置し、専門性
を生かした相談体制を整えている。電話相談、来所
相談、訪問相談など、ニーズに応じた対応を行って
いる。
　また、子供一人一人の特性に応じた支援をするた
め、学校の要請に応じて WISC などの知能検査を
実施している。
　さらに、近年増加している外国人児童生徒へ対応
するため、日本語指導助手を配置し、学校生活に必
要な「サバイバル日本語」の習得を支援しており、
言語面の課題による不登校を予防している。

４　教育センターが届ける支援
　本市の不登校対策の特色は、教育センターが学校
現場に積極的に関わり、ともに課題解決を図るとい
う点にある。
　教育センターの指導員が学校を直接訪問して児童
生徒の様子を共有する活動も積極的に行っている。
教育センター担当指導主事も各校の教育相談委員会
に参加し、事例検討や支援策の協議に加わるほか、
依頼に応じて校内研修を担当し、講義や演習を通し
て教育相談力の向上に努めている。

また、教職員研修にも重点を置いて、夏季休業
中に 13 の研修会を企画・実施し、教職員の資質向
上に努めた。さらに、研修と合わせ教育センターの
見学会を実施し、センターの具体的な理解につなげ

た。
　その他、教育センターの紹介動画の作成や、ホー
ムページの充実など、周知活動へも取り組み、学校
と教育センターの連携の質を高めた。
　今後は、教育センター職員が専門性を生かし、学
校や家庭に直接出向くアウトリーチ型の支援を一層
拡充し、登校や来所が難しい児童生徒や家庭へ積極
的に関わることで、孤立を防いでいく。

５　市全体で取り組む「不登校問題対策委員会」
　本市では、「不登校問題対策委員会」を年３回開
催している。参加者は全小中学校の生徒指導主任も
しくは教育相談主任であり、加えて教育センター職
員、SSW、市職員など、関係機関が協議、情報共
有する委員会である。

委員会の主な内容は３点である。第１に外部講
師を招いた研修である。専門的知見から学び、各校
へ持ち帰ることができる。第２に各校の不登校防止
プランの共有である。取組状況や課題を話し合い、
相互に学び合うことができる。第３に小中連携であ
る。中学校区ごと定期的に児童生徒の情報交換を行

い、小中の円滑な接続に努
めている。

日常的な支援を行う教育
センターに対し、不登校問
題対策委員会は支援の方針
を束ね、共有していく場と
なっている。

【図２　学習室ピア】

６　おわりに
本市の教育センターでは、これまで多様なニー

ズに応える個別の支援を行ってきた。さらに、市全
体で対策を推進するための不登校問題対策委員会の
取組を重ねることによって、多方面から、子供、保
護者、学校を支える体制が整ってきた。

教育センターで学んだ児童生徒の多くが学校に
復帰している。引きこもりがちだった状態から、加
須学びリンク「ピア」や加須ステップ「ピア」に、
さらに加須学びサポート「ピア」へとつながり、段
階的に学習や人間関係づくりに自信をつけ、最終的
に学校復帰を果たした児童生徒もいる。

どこにもつながらない児童生徒をゼロにするた
め、すべての子供へ社会的自立に向けた学びと居場
所を保証するべく、これからも、学校と教育センター
が一丸となって取り組んでいく。
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特 集 ② 多 様 な ニ ー ズ に 対 応 し た 教 育 の 推 進

総合学科型通級における個に応じた特別支援教育の提供
ならびに教育支援を円滑に行うための組織運営について

県立小鹿野高等学校　教諭　加
か

藤
と う

　寛
ひ ろ

隆
た か

1　要旨
　本稿では県立小鹿野高等学校（総合学科・全日制・単位制）
での高校通級の組織運営と指導方針について述べ、総合学科
として選択科目の仕組みを活かして教育課程を特別支援教育
的ニーズのある生徒に対して最適化することができた点を説
明する。また、通級指導を含めた教育支援全般を円滑に行う
ために行った組織改革について述べる。

２　高校通級一般に係る背景
　学校教育法施行規則に関する省令等の改正により平成 30
年４月１日から高等学校で特別の教育課程が実施可能とな
り、年間７単位を超えない範囲で卒業単位に含めることが可
能となった。埼玉県では「高校通級指導研究事業実施要項」
が施行され、平成 30 年度から推進校４校で通級による指導
のモデル研究が行われた。
　本校は令和５年度に拠点校として指定され１年かけて通級
指導体制の研究・環境整備を行った。令和６年度から「自分
探究学」（自立活動）において生徒の通級指導を実施している。
現在、本校を含め全８校が拠点校・推進校として指定されて
おり、指導体制は３パターンに大分することができる。（後述）

３　本校の特別支援教育的背景
　本校は平成 28 年度から特別支援教育推進拠点校として巡
回支援および特別支援教育研修会を実施している。本校に進
学する生徒・保護者の教育的ニーズとして特別支援教育的視
点が求められており、令和５年度以前は各教員が独自に特別
支援的な指導実践を行ってきた。
　本校は令和７年９月１日現在、在籍生徒数 104 名（１年
次 31 名・２年次 35 名・３年次 38 名）で各クラスが 10
名程度である。選択科目によっては１～３名程度で授業を行
う場合もあるため、生徒１人ひとりに応じきめ細かい教科指
導・生活指導を実践することが可能であり、地域でも評価さ
れている。本校に入学した生徒の多くが「小規模校であるこ
と」を進学理由として挙げている。
　コロナ禍以降（令和３年度以降）の入学生は特に特別支援
教育的ニーズを強く持っており、職員は特別支援教育巡回支
援員の助言を参考にしながら生徒の変化に伴う指導・評価の
一体的改善に取り組んできた。そのため高校通級事業への参
画について、職員は比較的前向きに取り組む環境にあった。

４　組織運営
　高校通級の実施に伴い、本校の教育支援に関わる組織の改
革が行われた。従来、「①教育相談委員会」「②特別支援教育
推進委員会」があり学年等からの選出としてそれぞれ異なる

教員が構成員となっていた。令和５年度はこれに「③通級委
員会」が加わり３つの委員会が独立して運営された。
　通級委員会は毎週定例会を行っており、その場に特別支援
教育コーディネーターや養護教諭など他の委員会の主要教員
がいたため、他の委員会の協議事項が話し合われることも多
かった。このため通級委員会以外の機能が低下し、結果とし
て通級委員以外で所属意識の低下が起こった。各委員会で情
報共有を行う仕組みが無かったため、通級委員会に所属する
一部の教員を除いて教育支援に関する情報不足が引き起こさ
れた。
　以上の問題を解決するため、令和６年度から①～③の委員
会を「教育支援系三委員会」としてまとめ、構成員を同一と
した。
　また、時間割内で定例会を設定し定期的な情報共有・意思
決定が行えるようにした。（図１）この委員会には教頭・教
務主任・進路指導主事・養護教諭・特別支援教育コーディネー
ター・各学年から教育支援に関わる教員等が参加し、多様な
観点から協議を行い各部署へ情報をフィードバックする役目
を担っている。また委員会には秩父特別支援学校に参加して
いただき、専門的な知見からの助言や通級指導に関する示唆
をいただいている。
　教育支援系三委員会は、通級を含む教育支援の要である。
本校では教育支援体制を充実させるためには委員会内での業
務の整理が必要であると考え、この委員会で組織運営や指導
実践を行う教員を役割分担することとした。すなわち、通級
委員会を含む教育支援の三委員会の会議運営・課題整理を行
い報告書作成等の事務作業を行う委員長、特別支援教育巡回
支援員との連携を行う特別支援教育コーディネーター、通級

指導担当者等の職務を
明確化した。これによ
り委員長は組織運営に
集中でき、通級担当者
は生徒理解と通級授業
づくりに時間を割くこ
とが可能になった。

図１. 本校の教育支援に
関する委員会構成

５　高校通級指導での自立活動の類型化について
　令和５年度の高校通級指導の準備期間では、先進校の視察
を行うと共に高校通級の類型化を行い本校に適した方法を研
究した。高校通級で行われる授業は、指導要録上は「自立活
動」として記載される。
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　自立活動の位置付けは教育課程に依存する。例えば普通
科では時間割内で他の授業との代替が難しいため、時間
割外で行うことが多い。高校通級を行う学校の「自立活
動」の位置付けをまとめると表１のようになる。どのよう
な自立活動を実践するかは最終的には学校の置かれた環境
と目指す学校像によるため、方法は学校によって異なる。

　　　　　表１. 高校通級での自立活動３類型
類型 内容
全体

指導型
特定曜日の７限目などで、学年の生徒全体に対し
て通級的指導を行う。展開を行い一部のクラスだ
けを自立活動と位置付ける場合もある。

時間割外
個別型

合意形成の上で特定の生徒に対して、放課後自立活
動を実施する。単位認定を伴わない場合もある。

時間割内
個別型

合意形成の上で特定の生徒に対して、時間割内で
他の授業に換えて自立活動を行う。教育課程上で
選択科目の自由度が高い学校で見られる。

６　本校での通級指導「自分探究学A・B」
　本校では自立活動の愛称を「自分探究学 A（２年次）」お
よび「自分探究学 B（３年次）」とし、総合学科の特性を生
かした「時間割内個別型」で高校通級を行うこととした。こ
の愛称は令和元年度から特別支援教育巡回支援員として来
校している村田美和先生の講演を参考に、「生徒が自分に向
き合い強みを伸ばしてほしい」という願いで付けられた。ま
た時間割内個別型での実施を選択した理由は以下の４点であ
る。
①先進校での成果
　高校通級を先進的に行ってきた県立皆野高校（専門学科・
全日制）では２学年・３学年での専門教科の選択科目に自
立活動（地域貢献 A・B）を加え時間割内で個別に通級指
導を行っている。他県では、島根県立邇摩高校（総合学科・
全日制）において選択科目群のうち一部を自立活動に換え
通級指導を実践している。いずれも特別支援教育的ニーズ
のある生徒に対して個に応じた教育が実践することができ
成果を上げられる方法であり、本校と環境の近い学校で実
践された方法であることから校内での理解も得られやすい
と判断した。
②自由度の高い選択科目を活用した教育課程の工夫と教員
の確保
　皆野高校・邇摩高校では時間割内で一部生徒に対する個
別の通級指導を行っているものの、複数名が同時間に授業
を受ける場合もあった。これは、教育課程上で任意に変更
できる科目が限られているからである。本校では２年次は
最大７つの選択群・３年次は最大９つの選択群から任意の
組み合わせで科目選択が可能な仕組みとなっている。（一
部を除いて、系列による選択の制限は存在せず他系列の科
目も選択可能である）　　
　そのため本校では、まず通常の方法で２年次 14 単位・
３年次 18 単位の授業を選択したのち、通級受講希望者は
任意の２単位を自立活動に代替することとした。これらは
卒業単位として認定される。その際、科目選択における教
育課程上の合意形成を十分に行い、次年度の通級希望者が

全員異なる選択群で自立活動を選択できるよう配慮する。
すなわち時間割編成の際に、通級希望者全員が異なる時間
に通級指導を受けることができる。また教員の持ち時間数
が許す限り、通級担当教員は複数の生徒を１人ずつ別の時
間で指導することが可能になる。（現在は、通常授業の担
当者が６名であり、教員１人あたりが受け持つ生徒が１人
となっている。）
③生徒の負担軽減とプライバシー保護
　生徒の集中力は有限であり、週あたりの時間数を抑える
ことは効果的な指導に繋がる。時間割内で通級を取り扱う
場合、他の生徒と時間割が異なることが懸念される。しか
し、１つの選択科目群に対して３年次に最大７科目の中か
ら授業を任意に選択することができるため、科目選択の匿
名性は他校に比べて高い。（各生徒の科目選択状況が全く
異なるため、自分以外の選択科目はほぼ把握できない）実
際に「通級を受講していることを他の生徒に知られたくな
い」という生徒・保護者がいたが、本校の科目選択に係る
匿名性を理解し通級の受講に繋がった事例がある。
④個に応じた指導
　特別支援教育的なニーズをもった生徒の状況はみな異
なっている。自閉傾向の強い生徒もいれば、注意欠陥的な
特性から困り感をもつ生徒もいる。従って指導方法も生徒
１人ひとりに応じて変えていかなければならない。本校の
総合学科である特性を生かし、完全な個別指導を実施する
見通しが立った。そこで、通級指導は以下に述べるように

「授業内で個別の指導計画を作成し、内容に関する合意形
成を経て通級指導を実践していく」仕組みとした。

７　本校の通級指導（自分探究学Ａ・Ｂ）の実施方法
　本校の通級指導は以下の 2 段階の合意形成に基づいて実
施している。

・第１段階の合意形成
　通級指導は２年次・３年次にそれぞれ２単位ずつ実施
し、各年次の任意の選択群２単位を、前年度の科目選択
の際に変更するものとする。ここで、説明会を行い面談
を経て、どの選択群で通級を受講するかを決定する。
・第２段階の合意形成
　第１段階ののち、通級指導が始まった当該年次の４月
の授業では自己分析を通して年間の目標と計画を関係者
全員で作成する。作成された個別の指導計画は担任・保
護者と共有し、学期毎の評価を通じて適時、修正を行う。

８　結びに
　全ての学校に応用できる事例では無いが、組織運営や指導
内容の実践等などで参考になる点があれば幸いである。
　通級指導の実施に当たっては、高校教育指導課をはじめと
して多くの方々の支援・御助言をいただいた。この場を借り
て御礼を申し上げたい。特に、地域の特別支援学校としてセ
ンター的機能を十二分に果たし、本校の生徒のために尽力し
ている秩父特別支援学校の皆様には厚く御礼を申し上げた
い。
　今後とも生徒の支援のために力を尽くしていく所存である。

特 集 ② 多 様 な ニ ー ズ に 対 応 し た 教 育 の 推 進
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シ リ ー ズ 　 研 修 観 の 転 換

1　はじめに
　前号では、日本の教育が大きな転換期を迎える中、
中教審の答申を踏まえ、答えのない時代を生きる子
供たちの学びに伴走する教職員の学びも変化してい
く必要があることを述べ、「研修観」の転換に向けて
独立行政法人教職員支援機構（NITS）が各教育委員
会と協働して進めている取組を紹介した。
　「新たな教職員の学び」を目指し各地の教育委員会
や学校現場を訪ねる中で耳に届いたのは、「何をどう
変えればよいのか」「今までと何が違うのか」「従来
の方法は間違っていたのか」といった戸惑いや迷い
の声だった。その思いは、まさに私自身が NITS に
派遣された当初に抱いていた戸惑いそのものであり、
非常によく理解できるものであった。
　そこで今回は、「研修観」の転換に向けて NITS が
試行しているプログラムと、その背景にある組織と
しての試行錯誤の様子を紹介したい。長期派遣の中
で見えてきたのは、NITS 自身が答えのない問いに向
き合いながら、自らの在り方や研修の姿を探究して
いく姿であった。本稿が「研修観」の転換という新
たな提案に戸惑う方々に寄り添い、共に考えるきっ
かけとなれば幸いである。

2　研修マネジメント力協働開発プログラム（マネプロ）
　「研修観」の転換に向けた NITS の中核的な取組が、

「研修マネジメント力協働開発プログラム」（以下、
マネプロ）である。これは、NITS 職員と全国の自治
体から派遣された特別研修員が対話と協働を通して

「新たな教職員研修」の在り方を共に探究する場であ
る。活動は月に 1 ～ 2 回、各回 2 ～ 3 時間程度で実
施され、「探究型研修」の本質理解や、研修を組織的
にデザイン・実施するために必要な「研修マネジメ
ント力」の向上を目的としている。
　私自身、長期派遣の命を受けた当初は、「NITS に
行けば、『研修観の転換後の教職員研修とはこういう
ものだ』という “ 正解 ” を教わることができる」と
いうイメージを抱いていた。NITS には既に完成され
た研修手法があり、それを学んで現場に持ち帰り実
践すればよいと考えていたのである。今振り返れば、
それはまさに知識や技法を一方向に伝える従来の「研

修観」に基づく発想であった。
　しかし実際にマネプロに参加すると、その考えは
大きく覆された。NITS は「新たな教職員の学び」の
在り方について確定的な答えを持っているわけでは
なかった。むしろ、私たち特別研修員も含め、多様
な立場の者が一堂に会し、それぞれの経験や問題意
識を持ち寄って問いを立て、対話を重ねながら研修
の本質を共に模索する場だったのだ。
　当初は答えが用意されていないことに不安を覚え
た。しかし福井大学教職大学院の先生方による丁寧
なファシリテーションのもと、実践を起点に他者と
考えを深めていく過程を通じて、次第に学びの質が
変容していく実感を得た。対話を通じて新たな視座
が生まれ、それまでの考え方が再構成されていく。
このような経験は、それまでの教職員研修にはない
奥行きをもたらした。私は答えを受け取るのではな
く、問いに向き合い続けることの価値をまさに体感
したのである。
　現在、NITS はマネプロで得られた知見やプロセス
を「学び合いのコミュニティ形成支援事業」として
全国に展開している。各地域で「研修マネジメント
力協働開発プログラム（地域版）」が実施されており、
埼玉県の教職員も関東甲信越版に参加できる。
　マネプロ地域版の大きな特徴は、NITS が行う「中
央研修」のように、自治体からの推薦を必要とする
のではなく、希望する教職員や指導主事が自ら参加
を表明することで参加ができる「手挙げ式」である
点にある。参加者は研修の在り方を問い続ける他地
域の仲間と出会い、互いの実践を持ち寄って対話を
重ねる。まさに「学び合い」の文化を体現する場となっ
ている。　　
　興味のある方はぜひ NITS のホームページをご覧
の上、参加をご検討いただきたい。

3　探究型研修「コア研修」
　NITS が「新たな教職員研修」の柱の一つとして取
り組んでいるのが「コア研修」と呼ばれる探究型研
修である。教職員一人ひとりが自身の実践に内在す
る問いを見いだし、振り返りや対話、知識との出会
いを通して思考を深めながら、実践と研修の往還を

新たな教職員の学びに向けて②
県立総合教育センター　教職員研修担当　指導主事　佐

さ

瀬
せ
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伸
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重ねていくことをねらいとしている。
　「コア研修」の目的は、教職員が自らの課題を捉え
直し継続的に探究する姿勢と、それを学校組織の中
でデザイン・マネジメントしていく力を育成するこ
とにある。特に次の 2 点がコア研修の特徴である。

⑴　教職員が自身の実践に関わる問いを自ら立て
ること。
⑵　その問いに向け、振り返り・対話・文献や知
識との出会いを重ねながら実践のサイクルを展開
していくこと。

　従来の多くの研修では「知識を得ること」や「方
略を学ぶこと」に比重が置かれがちだったが、コア
研修では「問いを持つこと」と「振り返ること」が
中心に据えられている。集合研修やオンライン研修
の時間は、参加者同士の対話を通じて経験を深く振
り返り、次の実践の質を高めるために充てられる。
　また、研修と研修の間に現場で試行する「実践期
間」を設ける「インターバル型」であることも大き
な特徴だ。参加者は研修で得たことを現場で実践し、
その成果や課題を次回の研修に持ち寄って省察する。
こうした年間を通した学びと実践の往還が、単発の
研修では得がたい深い学びと変容をもたらしている。

4　「研修観」の転換
　「大人の学びは、70% が経験から、20% が他者か
ら、10% が研修から得られる」。これは 1990 年代
に提唱された、「ロミンガーの法則」と呼ばれる考え
方である。注意すべき点は、ここで示されている数
値の大小に優劣があるわけではない、ということで
ある。むしろ三つの要素を適切に組み合わせること
が大切であり、いくら経験を積んでも、振り返りや
他者との対話を通じて自分の言葉に置き換えなけれ
ば、学びとしては定着しない。したがって、新たな
教職員の学びをめざす研修では、「経験」「対話」「省察」
を有機的に関連づけて設計することが重要になる。
　図１は、NITS が提唱する「研修観」の転換のイメー
ジ図である。左が従来型研修、右が転換後の新たな
研修像だ。
　従来の研修（図１ 左側）は研修担当者が主語で、
役割は知識・スキルの提供者だった。研修のゴール
は参加者が与えられた内容を理解することで、研修
の「中」で学びが完結する設計である。研修時間は
その場限りで、参加者の学びは線的・加算的に積み
上げられることが期待された。しかし、その結果「理
解したつもり」にとどまり、現場での変容につなが
りにくいという課題があった。

 【図１「研修観」の転換イメージ】

　一方、転換後の研修（図１ 右側）では主語は参加
者であり、研修担当者は参加者が日常の実践を省察
し新たな気づきを得る場をデザインする役割となる。
研修はあくまで「きっかけ」であり、真の学びはそ
の「外」、つまり日常の実践で深化する。参加者は対
話や内省、他者との出会いや問いかけを通して「知る」

「考える」「関係付ける」「行動する」というプロセス
を自ら経験し、そこから新たな気づきを得る。その
中でワクワクやモヤモヤといった感情が生まれ、そ
れが次の実践の原動力となる。
　つまり、これからの研修の一つの姿としては、単
なる知識伝達の場ではなく、教職員が省察的実践家
として自らの経験に意味づけを行い、他者との交流
を通して内省を深めていくための「触媒」のような
場となるだろう。

5　おわりに
　NITS での学びを通して私が実感したのは、一方
的に知識を伝授される「正解のある研修」から、自
身や他者の実践に基づき対話と省察を重ねることで、

「研修の外の時間を豊かにする『問い』を育てる研修」
への転換であった。ともに語り、振り返り、省察す
る中で新たな問いが芽生え、その解決を模索しなが
ら日々の実践に立ち戻っていく。こうした実践との
往還を通して生み出されていくのが、これからの研
修の一つの姿である。
　次号では、NITS の「コア研修」を基盤としつつ、
埼玉県で実際に試行している「新たな教師の学びを
共創する調査研究」の取組を紹介したい。問いづくり、
インターバルの設計、研修の場のデザインといった
具体的事例を通して、埼玉県における「研修観」の
転換に向けた模索の姿を共有したい。

（参考）
独立行政法人教職員支援機構 HP
https://www.nits.go.jp/

シ リ ー ズ 　 研 修 観 の 転 換
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実 践 論 文

羽生市立羽生南小学校　教諭　春
か す が

日　智
と も

稀
き

1　問題と目的
　近年、全国的に不登校児童生徒数が急増しており
本県においても同様の傾向を示している（文部科学
省 ,2024；埼玉県教育委員会 ,2024）。さらに、いじ
めの重大事態や暴力行為の発生件数も増加傾向にあ
り、低年齢化していることも報告されている。
　こうした課題に対して、より良い対応をするために
学校は、未然防止の観点と客観的エビデンス（科学的
根拠）に基づいた、プロアクティブな生徒指導（文部
科学省 ,2022）体制を整えることが肝要である。
　そこで本研究では、プロアクティブに位置付けられ
る「発達支持的生徒指導」および「課題未然防止教育」
に着目した実践を行い、今学校現場に求められる生徒
指導体制について検討することを目的とした。具体的
には、プロアクティブな生徒指導体制のモデルを検討
し、そのモデルに沿って令和５・６年度の２年間にわ
たり実践介入及び調査を行うこととした。

２　実践内容
（１）「プロアクティブな生徒指導モデル」の検討
　はじめに、筆者が作成した「プロアクティブな生徒
指導モデル」について、図１に示す。

【図１　プロアクティブな生徒指導モデル】

　このモデルでは、プロアクティブに位置付けられる
「発達支持的生徒指導」及び「課題未然防止教育」に
ついて、学校現場レベルで行う具体策を４つのステッ
プで整理した。縦軸には「課題性」を、横軸には「発
達支持的生徒指導～課題未然防止」の段階を設定した。

STEP １　スクリーニング（心身の状態把握）
　日常の観察や 1 人 1 台端末を用いた心の健康観察
を具体策として位置付けた。
STEP ２　アセスメント（見立て）
　hyper-QU（図書文化 ,2007）および BPS モデル
をアセスメントツールとして活用した。
STEP ３　ターゲット分類と把握
　学校心理学（石隈 ,1999）では、援助の段階を「１
次的援助～３次的援助」に分類している（数字が大き
くなるにつれ、援助の重要度や困難度が増す）。スク
リーニングやアセスメントの結果から、それぞれの児
童がどの援助段階に位置付いているのかを分類し、援
助の内容を整理した。
STEP ４　チーム援助
　STEP ３において３次的援助の対象になった児童に
ついては、随時ケース会議を開催し、支援策の検討や
関係機関との連携等についてチームで検討した。
（２）心理教育の実施
　児童への予防・開発的介入として、各学年で心理教
育を実施した。各学年において実施した心理教育の内
容を表１に示す。

【表１ 各学年において実施した心理教育の内容】

３　結果
　はじめに、スクリーニングツールとして活用した心
の健康観察の結果を表２に示す。

【表２　心の健康観察の結果】
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生徒指導上の諸課題が山積する今日の学校現場には、未然防止の観点と客観的エビデンスに基づいた、プロアクティブな
生徒指導が求められている。本論文では、令和６年度長期研修教員（生徒指導担当）である筆者が作成した「プロアクティ
ブな生徒指導モデル」の４ステップと、本モデルに基づいた２年間の実践介入と調査の結果について検討する。さらに、
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相談したいことがある 19

３日間アラート件数 12

児童との教育相談実施 18

項目

組織で取り組む「プロアクティブな生徒指導モデル」の提案 

羽生市立羽生南小学校 教諭 春日
か す が

 智稀
と も き

 

生徒指導上の諸課題が山積する今日の学校現場には、未然防止の観点と客観的エビデンスに基づいた、プロアクティブな生徒指導が求められてい

る。本論文では、令和６年度長期研修教員（生徒指導担当）である筆者が作成した「プロアクティブな生徒指導モデル」の４ステップと、本モデ

ルに基づいた２年間の実践介入と調査の結果について検討する。さらに、今後求められる生徒指導研究の在り方について課題と展望を述べる。 

※リード文 タイトルの下へ配置 
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　心の健康観察を実施した合計約 30 日間（第４学年
および第６学年児童計 86 名を対象）において、児童
からの相談希望が 19 件、３日間アラート（心の天気
が３日連続で悪化した場合のアラート機能）件数が
12 件、心の健康観察を契機とした児童との教育相談
実施件数は 18 件であった。
　次に、児童の学級適応について検討するため、
hyper-QUの各尺度について分析を行った。その結果、
学校全体として「学級生活満足群」に分布された児童
の割合が有意に高いことや、一部の学年において「学
校生活意欲尺度」に有意な高まりがあったことが示さ
れた。

４　考察
　本研究の目的は、プロアクティブに位置付けられる

「発達支持的生徒指導」および「課題未然防止教育」
に着目した実践を行い、今学校現場に求められる生徒
指導体制について検討することであった。
　心の健康観察の結果より、本ツールを契機として児
童の心理面の変化や SOS に対して迅速に対応するこ
とができた。実施後の児童の感想では、「思っている
ことを言えた」、「相談ができるからとても気持ちが楽
になった」などの記述が見られ、本ツールを肯定的に
評価していることがうかがえた。教師の感想では、「児
童と話すことが多くなった」、「児童理解につながった」
などの記述がみられ、スクリーニングとしての機能の
みならず、教師の児童理解を促進する効果があったこ
とも推察される。児童の SOS や心理的な変容につい
ては、日常の関わりや観察だけで教師が把握すること
が難しい場合もあることから、児童が自己申告式で心
理面を入力できる本ツールの有用性が示されたといえ
よう。
　次に hyper-QU の結果より、心理教育などの実施
により児童が安心することのできる学級づくりが推進
され、結果として児童の学級満足度や学校生活意欲が
高まった可能性が示された。さらに、hyper-QU とい
う客観的エビデンスを材料として児童をターゲット分
類することにより、教師がどの児童に対して積極的に
介入するべきか、どの児童をチーム援助につなげるべ
きか、などの判断を支える根拠を提供することができ
た。こうした取組は、「我が国の生徒指導に関する研
究、政策決定及び実務に照らして述べるならば、現状
は、エビデンスの産出、普及・伝達及び使用・利用の
全てにおいて、立ち遅れているといわざるをえない」

（宮古 ,2011）との指摘に対応し得るものであると考
えられる。
　こうした成果を統合すれば、本研究において検討し
た「プロアクティブな生徒指導モデル」は、教師が児
童の心理面の変化や SOS に対して迅速に対応するだ
けでなく、児童の学級適応を促進する効果もあったと
考えられ、プロアクティブ生徒指導の本質ともいえる

「発達支持的生徒指導」および「課題未然防止教育」
をおおむね達成し得るモデルであることが確認され
た。さらに客観的エビデンスをもとにすることで、ど
の立場にある教師やチーム学校のメンバーも、共通の
ものさしを用いて援助策を検討することが可能となっ
た。
　最後に本研究の課題と展望を述べる。１点目は、生
徒指導におけるプロアクティブな側面しか検討してい
ないことが挙げられる。今後は、事案が起こってから
のリアクティブな生徒指導体制についても検討する必
要がある。２点目は、研究対象が小学校１校と限られ
ている点である。異校種による実践や新たな取組の報
告が望まれる。
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熊谷市立妻沼東中学校　　教諭　青
あお

木
き

　佳
か

苗
なえ

１　はじめに
　変化の激しい現代、子供たちを取り巻く環境も
日々目まぐるしく変化している。学校現場では、不
登校児童生徒数が年々増加しており、早急に解決し
なくてはならない、喫緊の課題の一つである。不登
校生徒も多様化の時代になってきた。学校に行けな
い原因も、様々である。生徒本人に課題のある場合
もあれば、家庭環境に課題のある場合もある。個々
の実態を適切に把握し、生徒、保護者一人一人を尊
重し、心に寄り添っていきたいと思っている。本校
における不登校の解消、未然防止の取組や、自分自
身のこれまでの実践を紹介する。

２　取組について
⑴　教育相談体制の充実
ア　教育相談部会・校内研修の実施
　週１回、時間割の中に会議の時間を組み込み、教
育相談部会を実施し、気になる生徒や心配な生徒に
ついて、情報共有と支援の方法を検討している。
【部会メンバー】　校長、教頭、教務主任、教育相談
主任、特別支援コーディネーター、各学年教育相談
担当者、養護教諭、通級担当、ほほえみ相談員、SC
　SC や SSW との連携を密にとり、外部の専門機
関との連携も積極的に行っている。また、定期的に
校内研修（外部指導者を招聘）を実施し、教育相談
の体制の充実を図っている。

イ　小中連携
　小学校と連携を図り、生徒の情報を共有し、対応
にあたっている。入学前に不安を抱えている生徒が
いた場合、事前に中学校で面談を行い、安心して中
学校へ入学できるように働きかけている。

ウ　チームで対応
　生徒一人に対して担任だけでなく、支援チームを
作り、組織で対応している。家庭訪問も積極的に行
い、生徒の状況の変化を見守り続け、定期的にケー
ス会議を行い、支援の見直しを行っている。

⑵　個に応じた支援の充実
ア　居場所づくり
　本校は、教室以外にも、相談室、通級指導教室、
新くまなび教室、学習室、保健室と、それぞれの場
所で、生徒一人一人の特性やニーズに合わせて、過
ごし、生徒の心と体の安定とエネルギーを貯められ
るよう支援している。生徒、保護者の想いを丁寧に
聞きながら、過ごし方や過ごす場所を生徒自身が選
んでいる。個に応じた支援を充実したたことで、学
校へ登校できる生徒が増えてきている。

イ　環境整備
　学校で生徒が一番長く過ごす場所は教室である。
床にゴミが落ちていないか、期限が過ぎた掲示物が
そのままになっていないか等、毎日の教室整備を心
がけている。整った空間は安心感が生まれる。ま
た、朝の黒板にメッセージを書いて、生徒たちが登
校した際にあたたかく迎え、安心して学校生活が送
れるように先生方に働きかけた。そして、生徒の下
校を見送った後は、机や椅子の整理整頓を行い、翌
日も常に整った環境で生徒を迎えられるようにして
いる。環境整備をする中で、生徒の変化の早期発見
ができ、不登校の未然防止や早期対応につながって
いる。

ウ　進路指導
　不登校の生徒や保護者は、生徒の進路について非
常に不安を感じる。そこで、通級指導教室や、新く
まなび教室等と連携を図り、学習ができる環境を整
えた（学びの保証）。進路についての面談を早めに
行い、本人の思いを大切にしながら、進路の見通し
を立て、生徒が社会的自立できるよう支援している。
先の見通しが立つことで、安心にもつながっている。

「不登校の解消及び未然防止の取組について」
～「信頼関係」を大切にした生徒・保護者との関わり～　

【写真１相談室（個室）】　 　【写真 2　通級指導教室】

実 践 論 文
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⑶　特別活動の充実
　現在、本校は学校全体で特別活動に力を入れてい
る。特に、学級活動を要として、生徒が主体的に活
動し、自治的能力を育めるよう働きかけている。集
団の中で討議をして、合意形成を図っていき、みん
なで決めたことをみんなで実践している。学習や生
活の基盤として、生徒と教師との信頼関係を築くと
ともに、生徒同士のよりよい人間関係を育むために、
日ごろからの学級経営や学年経営の充実を図った。
また、未然防止の観点から、子供たちが夢や希望を
もてるよう、年度当初の取組を計画的に行った。

【写真３　学級掲示「こんな〇年生になりたい」】

【写真 4　学級掲示「理想の学級生活」】

成果として、お互いの気持ちを大切にして協力しよ
うとするよりよい人間関係が育まれ、学級や学年、
学校全体に明るく和やかな雰囲気が生まれた。また、
進んで自分の考えを発表したり、自治的な態度や学
習への意欲も向上した。令和７年度実施の県学力・
学習状況調査の生徒質問調査の結果より、「あなた
の学級は、いろいろな活動にまとまって取り組んで
いたと思いますか。」という質問には、「思う」、「ど
ちらかといえば、思う」を合わせた値が約 96％、

「グループやペアで話し合ったり、意見や考えを出
し合ったりして課題を解決したこと」が「よくあっ
た」、「ときどきあった」を合わせた値が、約 89％と、
県平均を大きく上回る値が得られた。特に、話合い
活動に関与する質問項目への回答は、学年が上がる
につれて値が高くなっており、特別活動の充実の成
果が表れていた。学級会や学級で決めたことを楽し
みに、新規不登校及び継続不登校生徒の減少につな
がっている。

　

３　おわりに
　不登校はどの子にも起こりうる可能性がある。学
校は、すべての生徒にとって、安全で安心な居場所
であると実感できる取組を行うことが重要である。
生徒たちが毎日通いたいと思える魅力ある学級・学
校をつくりたい。そして、「信頼関係」は、教育に
おいて、欠かせないキーワードである。「この先生・
この学校なら信じられる。」「きっと、力になってく
れそうだ。」と生徒や保護者から安心して頼りにし
ていただけるような教師・学校という存在でありた
いと思う。教師から「見られている」から、「見守
られている」という安心感を生徒や保護者に持って
いただけるようにしていきたい。そこには、生徒の
よさをたくさん見つけ、生徒自身の持つ力を信じ、
生徒と一緒になって思いを共有できる教師の姿勢が
大切だと考える。私自身、学生時代、本気で真剣に
向き合ってくれる先生方と出会い、自分が大きく変
わるきっかけになり、成長することができたと実感
している。生徒の心を揺さぶり、多くの感動を味わ
わせられる教師になれるよう、感謝の気持ちを忘れ
ず、日々生徒と向き合っていきたい。

４月、「こんな〇年生になりたい」という
アンケートを生徒・保護者に実施。担任の
思いを書いた掲示物（全学級実施）

【写真５　生徒総会の様子】

実 践 論 文

「埼玉教育」第 2 号（No.830）令和 7 年 11 月　　14



実 践 論 文

川越市立川越第一中学校　教諭　高
た か

良
ら

富
と み

徳
の り

１　生徒指導の考え方
　私の経験上、「生徒指導」と言われると、身構え
てしまう先生方も多かったように思う。しかし、我々
が行うべき「生徒指導」とは、文部科学省　生徒指
導提要にて示されている、「児童生徒が社会の中で
自分らしく生きることができる存在へと、自発的・
主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のこ
とである。なお、生徒指導上の課題に対応するため
に、必要に応じて指導や援助を行う。」である。つ
まり、問題行動に対処することではなく、児童生徒
の自己実現に向けてその過程を指導し、援助し、見
守ることと言い換えても良いかもしれない。これら
の活動は、教職員が一丸となって、日々の教育活動
で実践していることなのである。
　生徒指導を推進するにあたり、「日々実践してい
る教育活動が生徒指導である。」と認識しているか
どうかは、とても重要なことであると思う。問題行
動が起きることも、大きな目で見れば日々の教育活
動での取りこぼしが顕在化したことがほとんどだ。
日々の生活に時間をかけて向き合うことで、結果的
に平穏な毎日を過ごすことができるはずである。
　生徒指導において最も重要なことは、「気が付く」
ことと「想像力」だと思っている。私は「鼻が利く」
と表現することが多いが、“ 少し嫌だな ” という匂
いを感じることができるか、その匂いに物語をつけ
展開をひろげることができるかどうかだと思う。こ
の生徒なら…、この場合は…というようにあらゆる
事態を物語として思い描けるかどうか、思い描いた
としてそれに対してどのような事前準備をすること
ができるかということが大切になる。
　この “ 少し嫌だな ” のレベルがどの程度かを感じ
取れるかどうかで事案の大きさが変わってくる。健
康観察で「目が合わない」ことに “ 少し嫌だな ” と
感じることもあれば、「火が付く直前」まで気が付
かないこともあるだろう。できるだけ早い段階で気
が付くことができれば、後々、問題そのものを未然
に防ぐことができる。我々は、“ 匂いが薄い ” 段階

で感じ取ることができるように日々を過ごす必要が
ある。
　この匂いを感じ取るためにできることは、日々の
人間関係づくりや、児童生徒の機微を察し、児童生
徒の「いつもと違う」に気が付くことだろう。これ
こそまさに、生徒指導提要における２軸３類４層構
造において、第１層にある発達支持的生徒指導と並
行するものであると考える。ここを疎かにすること、
またこの部分において気が付けない事例が増えれば
増えるほど、児童生徒が苦しみ、表面課題として顕
現する事象が増えていくことになり、結果的に我々
の労働時間も増え、お互いに苦しい時間、苦しい環
境を作り上げることになってしまう。以下、具体的
な事例をあげて取組を紹介する。

２　生徒指導の実践
⑴ 学級経営

児童生徒にとって、教室は Homeroom と呼ばれ
るように「家の部屋」であると考える。学校の中で
教室は、ある程度リラックスできる空間にすること
が、我々に必要な環境づくりだと考える。１つのイ
メージとして、「生徒指導ができる先生の学級＝規
律がしっかりとしている、児童生徒が指示に従う」
と考えがちだが、ある程度わがままを言えたり、甘
えたりすることができる環境も教室には必要だと考
える。
　授業や対外的な活動においては、規律の中で求め
られる立ち振る舞いが必要な場面もあるため、日頃
からの学級担任の指導は重要である。しかし、教室
内において、担任と生徒のみの時間の中では、担任
と学級所属の生徒の間だけで許される時間も必要で
あると私は考えている。大事なことは、児童生徒が
メリハリをつけなければならない部分を理解し、そ
の場に応じた言動ができるように育てていくという
ことである。
　生徒理解を深めるためにはとにかく情報収集が必
須であると考えていた。私が担任として気にしてい

生徒指導における実践報告　
～はじめに子どもありき、家庭と協働する関係づくり～
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たことは、この生徒が、
・学級内外における人間関係はどうか。
・プライベートでの興味関心は何か。
・今、自分が頑張りたいことは何か。
・新しい学級にどんな希望をもっているのか。
・どのような１年間を送りたいと思っているか。
・家族をどのように思っているのか。
ということを気に留めるようにしていた。これらの
情報収集をするためには腰を据えて個人と向き合う
時間が必要である。だからこそ、特に個人面談の時
間は重要視していた。本校では、ゴールデンウイー
ク明けと夏休み明けに二者面談が設定されている。
私はこれに加えて、４月のなるべく早い段階で、学
活の時間等を活用して二者面談を行っていた。話す
内容は上述したもので、この情報収集をするかしな
いかでは生徒一人一人に対する理解度がまるで違う
ように感じる。面談をするようになってからは、明
らかに学級での人間関係も良好なものとなったし、
学級内におけるトラブルも減ったように感じる。何
より、私と保護者との関係がよくなり、よく面倒を
見てくれる先生と感謝されることも増えた。
⑵　組織的対応
　生徒指導主任ともなれば、学級経営や、自分の学
年のことだけではなく、学校全体に目を向けなけれ
ばならない。しかし、常に学校内全てに目を向け続
けるのは現実的には難しい。したがって、学校全体
のことを把握できる組織作り、体制作りが必要不可
欠になる。生徒指導においては、校長、教頭に次ぐ
学校組織の要だと考えている。だからこそ生徒指導
主任に情報が集約される体制を整えることが重要で
ある。当たり前ではあるが、意外と徹底されていな
い学校も少なくないのではないかと感じている。集
約なので、文字通り学校内で起こったことは全て生
徒指導主任が把握できるようになっていなければな
らない。疎かにすることで、些末なことかもしれな
いが対応にずれが生じ、そのずれが職員間の小さな
不満を呼び、ひいては児童生徒や保護者からの学校
に対する不信感につながっていく。その不信感が大
きくなるにつれて、些細なことでも対応が難しくな
り、次第に学校全体が疲弊し通常業務にも支障が出
るようになっていくのだ。そうなってしまったら、
学校を立て直すためにかかる時間もそのために尽く
すエネルギー量も計り知れない。

　このような状況にならないためにも日頃の情報交
換を密に行うことを最も大切にしてきた。情報交換
を行う際には、対応の検討も細かく協力して行った。
ただし、そのすべてを生徒指導主任が一手に行うこ
とは困難なため、各学年の生徒指導担当教員、学年
主任との協力体制を確立した。実際に児童生徒と向
き合っているのは担任、部活動においては顧問だが、
結果的に学校職員全体で１つの問題に向かっていく
ために、全て情報を生徒指導主任に集約することが
重要なのである。
　また指導の段階として、担任・顧問→生徒指導担
当→学年主任→生徒指導主任→管理職という一般的
な流れだと思うが、生徒指導主任はできうる限り管
理職の前に事態の解決を図るべきだと思っている。
管理職への報告・連絡・相談は大切だが生徒指導の
問題を教育委員会等外部機関に広げたくないと思っ
ている。校内で起きた問題を校内で解決していくた
めには、なるべく生徒指導主任は自分を最終防衛ラ
インとして解決する気概で臨むべきである。そのた
めにも、各学年や管理職とはコミュニケーションを
密にとり情報を共有し、指導の方針、方向性を共に
検討・計画をしたうえで対応に当たるようにしたい。
日頃から取り組むうえでは、時間がかかりとても細
かく感じると思うが、問題が大きくなってから対応
にかける時間とかける労力は、その瞬間の何十倍に
も何百倍にもなる。どちらにしても、目の前の児童
生徒の姿は、我々が積み重ねてきた取組が映し出さ
れた姿に他ならない。

３　おわりに
　生徒指導とは、個々の対応よりも日々の心構えの
方が、圧倒的に重要度が高いと考えている。何かが
起きてからではなく、何も起きてないときにこそ真
価を発揮するものが生徒指導といっても過言ではな
い。だから生徒との関係構築、また家庭との協力体
制を作ることに尽力してきた。児童生徒をよく知り、
目の前の児童生徒の “ いつもの匂い ” を感じてほし
い。その積み重ねがあらゆる場面で訪れる “ 少し嫌
な匂い ” に気が付くための第一歩となるであろう。
　試しに 4 月の第 2 週から二者面談を始めてみて
はいかがか。全員が行えば、これだけでも 1 年間
の生徒指導案件は激減すると私は信じている。
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県立久喜特別支援学校白岡分校　教諭　芝
し ば

野
の

 寛
ひ ろ

子
こ

１　はじめに
　久喜特別支援学校白岡分校は、令和５年４月に開
校し、今年度で１学年から３学年までがそろった学
校である。高等部のみの学校で白岡高等学校の校舎
内に設置されている。各学年２クラス、１学年生徒
16 名で構成されており、私は、１期生の学年主任
として命課を受けた。学年の職員は、学年主任、各
クラスの担任、副担任の計５名で構成されている。
学年の教員以外にも、教頭、教務主任、事務職員、
進路指導主事、コーディネーター、生徒指導主任、
養護教諭、実習助手が配置されている。校長は久喜
特別支援学校本校との兼任であり、日常は本校に勤
務している。職員室はフリーアドレス制で、決まっ
た机がなく、毎日好きな場所で仕事ができるところ
も特徴の一つである。職員数が少ないため、風通し
がよく、情報共有のしやすい環境が整っている。

２　取組について
⑴　組織的指導体制の確立
　令和５年４月１日、白岡分校での最初の会議が行
われた。会議は ZOOM を利用して実施され、その
セッティングをすることから始まった。アナログ派
の私にとっては、難しい作業だったが、慣れてくる
と、時間短縮や業務効率化につながると実感した。　　　　
例えば、本校の朝の打ち合わせはとても短時間であ
る。ZOOM を利用するため、口頭での連絡は、緊
急で必要なもののみとなる。学年間の打ち合わせも
必要な時以外は特に行わない。朝の打ち合わせから
SHR までは 10 分間しかないため、教員の打ち合
わせ時間が短縮できるこのシステムは有効であると
感じた。
　話を戻すと、４月１日の朝、私は初めて自分の分
掌等を知った。１学年主任であった。職員会議後す
ぐに学年会があり、何も資料がない中で大慌てで学
年会の資料を作成した。資料作りはバタバタしてい
たが、ベテランの教員が多かったため、学年会はス
ムーズに進行した。ほどなく入学式を迎え、いよい
よ生徒たちと対面した。緊張していた様子ではあっ

たが、挨拶や返事がしっかりできる生徒が多かった。
翌日から学級運営が始まった。スタートは順調に見
えたが、生徒指導案件が次から次へと発生した。生
徒指導の流れや校内支援委員会の仕組み一つ一つ
は、１期生の指導を通して整えられていった。現場
実習でも遅刻や欠席、問題発言など様々な課題が生
じたが、その都度、生徒指導主任、進路指導主事な
ど、各担当者がそれぞれの立場から丁寧に対応して
くれた。担任や副担任だけで抱えこむのではなく、
全教職員で課題解決に取り組み、生徒たちへの指導
を行った。
　また、当初は、連絡帳に１日の振り返り等を記入
させていたが、時間確保の観点から、連絡帳は１年
生の１学期で終了し、２学期以降は、必要な持ち物
のみをメモする形式に変更した。
　放課後の活動は、月・金が部活動、月・水・金が
清掃だったが、部活動と清掃が重なると部活動の時
間が短くなるため、２年目からは、月・金を部活動、
火・木を清掃とした。（ちなみに、水・木は職業の
授業があり、メンテナンス班が清掃を担当するため、
木曜日は部分的な清掃のみとなることが多い。）火・
木は会議が入りやすく、清掃後慌ただしいというデ
メリットはあったが、総じて生徒たちへの指導には
余裕を持てるようになった。
　部活動は運動部と文化部の２種類があり、生徒た
ちの希望をもとに活動している。運動部はバスケッ
トボール大会やサッカー大会に出場し、文化部はコ
ンクールに作品を出展するなど、生徒たちは意欲的
に活動に取り組んでいる。
　現在、３学年がそろったことで、職員室もにぎや
かになり、様々な経験を持つ先生方が異動してき
た。初年度に築いた白岡分校の体制を継続していく
ことも大切だが、それだけでは学校は発展していか
ない。多様な意見を取り入れ、より働きやすい職場、
生徒たちが安心して通える学校づくりを常に念頭に
おき、学年主任として、教務部として、風通しの良
い職員室を作っていきたい。　　
　まずは、１期生の進路決定と卒業式が今年最大の

組織的指導体制の確立や職業教育の充実のための教育実践について
〜開校時の取組〜

令和５年に開校した本校は、少人数で風通しの良い職場環境を生かし、組織的な指導体制と職業教育の充実を図ってきた。１期生
の成長を通して課題を改善し、授業や実習を重ねながら、生徒一人ひとりが自信を持って社会に巣立てるよう取り組んでいる。
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目標である。

⑵ 本校の職業の授業の取組
本校の職業の授業は、座学が週１時間、実践が水・

木の１～５限に行われている。内容は、１年生がメ
ンテナンスと食品加工、２年生は農園芸とオフィス、
３年生は４つの中から１つ選択する。本校の生徒は、
卒業後の企業就労を目指しており、職業の授業では
特に報連相や身だしなみなど、働く上で欠かせない
姿勢を学び、実践している。語先後礼の挨拶が、普
段の授業や日常でも当たり前にできるようにすべて
の教職員が意識して日々の指導にあたっている。座
学の授業では、姿勢やメモの取り方なども指導し、
３年生になると多くの生徒がメモ帳とボールペンを
常に携帯し、必要な時にメモを取れるようになって
きた。
　通常授業に加え、本校では「デュアル実習（注１）」
を導入している。１期生は、２年次に、年間 12 日間、
近隣の店舗や公共施設で４人１組の実習を予定して
いたが、現場実習で不在の生徒が多い時期や体調を
崩す生徒が多い時期と重なり、全日程を実施するこ
とができなかった。その反省を踏まえ、今年度は期
間を区切り、１，２年生が 1 週間を通して実習を行
う形に変更した。今後は、現場実習に出る前に、ま
ず 1 年生で 1 週間デュアル実習を経験する流れと
している。
　このように、1 期生が先駆けて取り組んだ経験か
ら改善点を見出だし、よりよい教育につながるよう
に日々模索している。入学当初から、1 期生には、「1
期生の行動や言動が白岡分校の未来を創る。自分が
白岡分校生であることを常に意識して行動してほし
い」ということを伝え続けてきた結果、実習先の企
業、施設からは、礼儀正しさや取り組み姿勢を高く
評価されるようになった。
　また、どの職業の授業でも開始時に、「職業の約束」

「６つの心」を唱和している。1 年生の時には理解
の浅かった生徒も、３年生になった今、しっかりそ
れぞれの言葉の意味を理解し、意識して作業に取り
組むようになった。
　現在、３年生は、希望に応じて４つの職業班に分
かれ、下級生たちと一緒に活動している。私は、メ
ンテナンスを担当しているが、作業はもちろん、態
度や報連相もしっかりできるようになってきた。学
校での指導だけでなく、現場実習を通して大きく成
長したのだと感じている。

メンテナンス班では、１年生と３年生は進度が違う
ため、別々で活動をすることが多い。３年生は、１
年次には２人組や３人組で作業をしていたが、現在
は１人で作業を行っている。朝の打ち合わせで、清
掃内容と場所を伝えると、生徒たちは、清掃場所の
割り振りを自分たちで話し合って決める。その後、
それぞれ自分の担当の場所に行き、１日かけて清掃
を行う。最初は、どの生徒も予定の場所の清掃を時
間内にすべて終えることは難しかったが、今では時
間内に終わらせることができるようになった。作業
スピードが一人ずつ違うため、同じ分量の清掃場所
を割り振ってしまうと終わらない生徒も出てくる。
しかし、生徒たちはお互いの清掃スピード、得意不
得意を理解し合っており、全員が時間内に作業を終
えることができるよう自分たちで考えて割り振りが
できるようになってきた。また、早く終わった生徒
は自分から率先して他の生徒を手伝うようになっ
た。

メンテナンス班の生徒たちは確実に成長してい
る。メンテナンス班以外の生徒たちも、１，２年生
の良い手本となっているようだ。そのような話を職
員室で聞くと、３学年主任としてとてもうれしくな
る。

【図１　職業で唱和する　職業の約束と６つの心】

　このように、本校の職業の授業はまだまだ始まっ
たばかりだが、確実に生徒たちの成長には重要な役
割を果たしている。今後もその意義を踏まえながら、
より充実した指導を続けていきたい。

注１）ドイツを起源とする、「教育」と「職業訓練」
を同時に進める、「働きながら学ぶ、学びながら働く」
システムで、日本では文科省と厚労省が「日本版デュ
アルシステム」という名称で特別支援学校や職業訓
練施設等で実施している。
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飯能市立名栗小学校　教諭　毛
も う

利
り

　友
と も

美
み

１　はじめに
　私が勤務する飯能市立名栗小学校は、飯能市の山
間部に位置し、緑豊かな山と綺麗な川に囲まれた小
さな小学校である。全校児童は 51 名。私が他市か
ら異動してきた頃に比べると、これでも 30 人弱も
児童数が増えた。なぜこんなにも児童数が増えたの
か。自然を求めて移住してきた子、小規模特認校制
度を利用して区域外から通学している子など、様々
な理由を抱えて名栗小学校に転入してくる子が、こ
こ数年で急激に増えているからである。「多様性の
尊重」という言葉の意味を日々考えながら、名栗小
学校だからできること、私たちが子供たちにできる
ことと日々模索しながら子供たちとの学校生活を楽
しんで過ごしている。

２　オンリーワン～個性理解・個性尊重～の教育
　様々な子供たちが在籍する本校で教育目標として
掲げていることが「オンリーワン」である。様々な
個性をもった子供たちが在籍する中で、一人一人が
たった一人の大切な存在であると感じながら、安心
して学校生活を送ることを目標に、私たちは日々子
供たちと向き合っている。その目標に向けて、二つ
の柱となる実践を紹介する。
⑴　より深い個性理解に向けて
　名栗小学校に在籍する子供の 45％は、小規模特
認校制度を利用して様々な想いを抱え転入してきた
子供たちである。私が担任をしている６年生も半数
以上が転入児童である。本校に転入してくる子供た
ちは、本校の雰囲気や学校生活の様子に魅力を感じ
て転入を希望する子供たちがいる一方で、今までの
学校生活に適応することが難しく、やっと本校に辿
り着いたという子供たちも多くいる。さらに、転入
時期も様々で、各学期に１人以上は転入児童が増え
ており、また突然転入が決まり引っ越してくる児童
もいる。
　このように様々な特性やニーズを持った児童が増
え続ける名栗小学校において、一人一人に合わせた

対応や指導こそが、日々の教育活動を進める中で何
よりも大切なことといえる。
　その対応や指導を実現するためには、まず私たち
教員が子供たち一人一人をどういう児童なのか深く
理解し、たくさんの良さを見つけ、それらを伸ばす
ことが大切だと考える。
　具体的な取組として、本校は児童一人一人の「児
童理解シート」という資料を作成し、全教員で内容
を共有している。家庭環境や学習状況をはじめ、学
校での様子、性格、これまでの出来事などできるだ
け事細かに記載し、６年間を通して全教員がその児
童について理解を深めた上で対応や指導ができるよ
うにしている。これは小規模校である本校だからこ
そできるのかもしれない。
　また、週に一度の生徒指導連絡会でその時々の児
童の様子についてタイムリーに情報を共有するとい
うことも行っている。
　そして、それらの取組を踏まえた上で、何よりも
毎日の教員同士の会話を大切にし、子供たちの様子
がその時々ですぐに共有されるよう意識して過ごし
ている。そうすることで、全教員が全校児童の対応、
指導に関わることが可能になる。全員で見守り、全
員で良さを見つけ褒めることができるのは、名栗小
学校の大きな強みだといえる。
　そのような学校の取組と合わせて、私自身が常に
心掛けていることがある。それは子供たちをポジ
ティブな見方で捉え、その日その時の様子を理解し
ようとするという意識を持つことである。子供たち
が気になる行動をとった時に、教員が声をかけるの
は当たり前のことだと思う。ただし、ただその行動
のみにフォーカスして「だめ」だと注意するのか、
その行動の根源となる子供たちの想いは何か考えた
上で声のかけ方を工夫するのかでは、子供たちの受
け取り方は変わってくると思う。昨年度、研究発表
に至るまでに、本校では武蔵野大学の永作稔先生を
お招きして研修を行っていた。その中で永作先生か
ら「人はそうせざるを得ないからそうする」という

一人一人がオンリーワン　
～みんなが大切にされる学校を目指して～

実 践 論 文

「埼玉教育」第 2 号（No.830）令和 7 年 11 月　　19



言葉を教えていただいた。なぜその子がそのような
様子なのか、そのような行動をとるのか、そうせざ
るを得ない何かが必ずあるはずなのである。それを
私たちは紐解くために、表出している様子や行動の
みに捉われずその子の良さと本質、今置かれている
状況、発達段階や家庭環境などの様々な視点から子
供たちを見取り、前向きに寄り添う見方を持つこと
を忘れないよう心がけている。

【写真１　名栗小学校の子供たちの様子①】

（２）個性の尊重
　本校にはいわゆる「学校のきまり」や「良い子の
きまり」といったものがない。社会ではきまりはあ
ることが当たり前であり、きまりがあるからこそ集
団生活が効率よく過ごせると感じることが私たちの
¨ 普通 ¨ になっているように感じる。しかし、そ
の ¨ 普通 ¨ の感覚に従ってきまりがあることが、
時に子供たちのためではなく、大人が子供たちを管
理するためのきまりになっていることがあるとも考
えられる。
　何か困ったことがあったら私たち大人はどうする
か。人に相談するかもしれない。誰かと話し合って
解決の糸口を見つけようとするかもしれない。子供
たちに必要な主体性とは、同じくしてそういうこと
なのではないだろうか。必要があれば子供たちも自
分たちで話し合い、自分で決めて行動しようとする
経験が何よりも大切なはずだ。そして様々な児童が
いるからこそ、それぞれの意見に耳を傾け、他者の
意見の価値を知り、自分の意見の価値も知ってもら
える。そのような経験を通して、だんだんとお互い
の存在を認めていくことができるようになると考え
る。これは対話的な学びから深い学びに繋がる瞬間
にもなり得る。

　学校は社会の小さな縮図と言われるが、その中で
どれだけ大人である私たち教員が子供たちを良い意
味で子供扱いせず、一人の人間として関わり、その
個性と良さを認め、信じ任せることができるのかと
いうことをいつも考えている。教育活動を日々行う
中で、いつでもそうすることは難しいかもしれない。
しかし、どのタイミングでどこまで子供たちに任せ
て学校生活の様々な場面を乗り越えていくのか、塩
梅を見て必要な時に必要なだけ指導、支援するかを
見極めることが、私たち教員にとって子供たちを見
守る姿勢として大切だと考える。時には話し合いが
話し合いにならないこともある。揉めたり、意見を
ぶつけ合ったり、話し合うことから逃げ出してしま
うこともある。それもまた、子供たちにとっては経
験になる。一つ一つの結果だけに目を向けるのでは
なく、長い目で見て子供たちが成長していく中で必
要な経験が蓄積されているかどうかという視点で、
学びの機会と子供たちの意志を尊重することをこれ
からも大切にしていきたい。

【写真２　名栗小学校の子供たちの様子②】

３　おわりに
　私が実践していることは、みなさんが思うような
具体的実践ではないかもしれない。どちらかという
と、子供たちの見方や子供たち一人一人を理解する
ための基本となる当たり前の意識や心構えにすぎな
いと思う。
　しかし、それこそが多様化する社会に適応し、子
供たち、保護者の方とより良い関係を築き、誰にとっ
ても学校が安心できる居場所となるために、基本的
かつ最も大切なことだと感じる。
　子供たちも大人も誰もが「オンリーワン」の存在
として大切にされ、自分の人生を自分で決め、楽し
んで生きていくことができるように、これからも一
人一人に寄り添った温かくて優しい教育活動を実践
していきたい。
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草加市立八幡北小学校　難聴・言語障害通級指導教室　　教諭　東
ひがし

 あやの

１　はじめに
　ことば・きこえの教室は「障害による学習上又は生活
上の困難」を改善・克服することを目標に、個々に合っ
た方法で学習を進めていく。自立活動を通して言語やコ
ミュニケーションの課題を改善するとともに、あらゆる
側面を含めた自分自身を受け入れ、自分のよさや強み・
存在価値を感じられ、児童のもつ力を最大限に高めるこ
とのできる教室でありたいと考える。
　活動時間はおおむね週 1 回、1 ～ 2 時間である。限
られた時間の活動を充実させるために、日々心がけてい
る実践について紹介する。

２　実践の内容
⑴ 安心感と期待感をもてる通級

和やかであたたかみのある雰囲気の中、児童と保護者
を迎え入れている。本時の内容をボードで視覚的に提示
しながら説明をし、見通しをもって安心して取り組める
ようにする。児童に活動の順番を決定させたり、内容を
選択させたりすることで、期待感や意欲・集中力を高め
ることができる。
　児童が「失敗しても大丈夫」と安心した状態で力を発
揮できるように、担当は話す時の声のトーン・スピード・
息づかい等の配慮が必要である。児童の言葉や態度に対
しての眼差し・受け止め方・物腰はどうであったか、児
童のまるごとを受け止めて指導に当たれていたか、常に
振り返るようにしている。
　通級が児童にとって「学びやすい場所」と感じられる
ように、得意な面からアプローチすることが大切である。
少しずつの努力の積み重ねで達成できる課題を設定し、
上手くいかないときのサポートはさりげなく行い、満足
感を味わえるようにする。
　称賛や修正の言葉がけは、適切な内容とタイミングで
行うことが重要である。児童が活動の中で「納得できる
評価を受ける」ことで、よりよい信頼関係をはぐくむこ
とができると考える。
⑵ 児童理解と把握

児童の言葉・きこえの状態やつぶやき、表情等を細か
くキャッチし、積極的に記録に残すようにしている。反
応に対しどのような応じ方が最適であるか考慮し、指導

計画や活動内容の検討・改善に生かす。
　児童の視線、身体の動き、応答までの時間や態度も丁
寧に見取り、必要に応じて活動中の声掛けの量の調整や
内容の修正を適宜行う。多面的に見て「児童は今、どの
ような状態なのか」「担当として必要な指導は何なのか」
と柔軟に対応できるようにする。児童の言葉・行動・態
度には何らかの背景があると捉え、心の機微を受け止
めながら、特性に合わせた学ばせ方の精選を図る。「今、
できること」の力を見極め、その力を土台に指導を展開
し「できること」を増やし、児童全体の力を引き上げて
いく。
⑶ 自立活動
ア 発音の誤りがある児童への指導・支援

児童が自分の舌や口形を、担当の声かけに合わせてコ
ントロールできるようにする。目標はスモールステップ
に、手順は丁寧に説明し、細かく区切って活動させる。
個に合わせた習熟期間を確保し、定着の見極めを適切に
行うことが、正しい構音の早期改善につながる。
　構音指導は、児童にとって分かりやすい表現で行うこ
とが大切である。音づくりの説明をする際、文字やイラ
ストの視覚的提示で正しい音のイメージを適切につかま
せること、児童の言葉で説明させることが指導の効果を
高める。「ちゃんと」「しっかり」の抽象的な表現は控え、

「すずしい風を遠くまで」「ビリビリさせる」「あたたか
い息に声をのせて」等、具体的な表現の仕方を見つけて
いく。使用する教材教具は、児童の特性に合わせて作成・
選択・活用し、飽きずに練習できる量を確保し、繰り返
し行わせることが重要である。
　舌・口形・息等の様子や、音への関心を高め、丁寧に
音づくりをする習慣を積み重ねていく。構音改善には、
正しく音を弁別することのできる「聞き分ける」耳の力
も必要である。

　【特性に応じた指導の工夫】

一人一人の状況に応じた指導　難聴・言語障害通級指導教室
～児童のもつ力を最大限に高めることのできることば・きこえの教室を目指して～

　難聴・言語障害の通級指導教室の担当として、児童の実態を的確にとらえ、特性に応じた指導・支援を行うことが、児
童のもつ力を最大限に高めることができると考える。信頼関係を築き、保護者や担任と連携を図りながら、日々心がけて
いる実践内容について紹介する。
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　「もう１回言ってみよう」と他者から修正の指摘をさ
れることに対して、苦手意識を感じる児童には自己弁別
力の育成がより必要となる。自己修正できた時には称賛
し、正しく自己評価できていることへの自信を高め、ど
う感じたかを表現することに慣れさせていく。自分の言
葉で考えや思いを伝える力につなげていくことができ
る。
　系統的な練習の会話段階で、正しい構音の活用に困難
さを抱える児童がいる。上手になった構音で話せるよう
になった喜びを味わわせ、聞き取りやすい構音のよさを
実感させることも、さらなる改善や定着への糸口になる
と考える。
イ 聞こえにくさのある児童への指導・支援

今ある聞こえの力を十分に生かした上で、補聴器を適
切に装用する指導、聞く態度の育成、音声の聴取・弁別
の指導を行っている。日記や会話、教科学習の話題から、
語彙拡充や言語概念の形成を図っていく。学び方や環境
調整へつながる援助や助言も重要である。成長段階に合
わせた理解学習の後には、「聞こえにくさ・生活の中で
戸惑う場面・理解や支援の呼びかけ・自分自身が努力し
たいこと」について紙芝居にまとめる活動を行った。自
分の聞こえの様子を学級の仲間に広めようという姿勢か
ら、セルフアドボカシー（自分の意思や権利を主張する）
スキルの高まりを感じることができた。

　【理解授業】　 　【作成した紙芝居】

ウ 話しにくさのある児童への指導・支援
話し方ではなく、話す内容に意識を向け、楽に話せる

経験を積ませる。好きなことや気になる出来事、感じた
ことを自由に話す・聞く・書く・踊る・ジェスチャーを
する等、楽しみながら様々な方法で表現できることを味
わわせ、自分に合った伝え方の力を磨き、自信につなげ
られるようにする。児童と保護者、担当の三者で対話す
る機会を通し、自分のよさや強みに気付き、自らの話し
方と向かい合い、将来に向けて希望や勇気をもてるよう
にする。理解学習後、ある児童は、「吃音」について仲
間に理解を広めたいと願い、児童・保護者・担当の三者
の思いをのせたポスターを作成した。「吃音のあるわた
しも大好き」と、自分の話し方と正面から向き合える時
間となった。

【学級と昇降口に掲示した理解ポスター】

⑷ 保護者・学級担任との連携
保護者が抱く児童の課題に対しての心配や不安を和ら

げ、活動計画や指導内容の理解や支援に向けて「通級の
個別の指導計画」を積極的に活用している。また、活動
内容によっては、保護者に授業への参加を働きかけてい
る。児童と共に活動することで、がんばりや練習の成果
に気付くことができる。家庭で行う宿題のポイントが具
体的に理解できるよさも加わり、活動効果が高まる。そ
して何より、児童は嬉しそうな表情を見せて、活動に取
り組む意欲を高めることができる。
　学級担任とは、主に連絡帳でのやりとりが中心となる
が、電話連絡や学校訪問を行い、直接話をすることで児
童理解を深めている。「ことばのノート」は、保護者や
担任からのメッセージやイラストが書き込まれており、
児童はページをめくりながらこれまでの自分の努力を確
認できると同時に、応援してくれる人の存在に気付くこ
とができる。保護者と学級担任との連携は、児童の自己
肯定感を高め、「できるようになった」ことを家庭や学
級で生かすチャンスを大きく広げることにもつながって
いく。

３　おわりに
　個別指導の通級は、児童や保護者が「できた」や「分
かった」の感動や発見に出会えるチャンスに溢れている。
自分の言葉で表現できるようになると、活動はより生き
生きとしたものになる。成功体験や新しい発見を積み重
ねることで、これまで気付くことができなかった自分や、
心が満たされる時間と出会えるだろう。こうした経験は、
困難に直面した時に自ら立ち向かっていくエネルギーに
つながると考える。
　言語やコミュニケーションの課題を改善の中で、児童
がたくさんの成功体験を積み重ね、「前よりも今の自分
が好き」と感じることを願っている。
　通級で培った力を学級や日常生活で発揮できるよう、
将来につながる指導を行っていきたい。

実 践 論 文

「埼玉教育」第 2 号（No.830）令和 7 年 11 月　　22



上里町立上里北中学校　教諭　矢
や

嶋
じ ま

俊
しゅん

介
す け

１　実践に向けて
　今の時代は、「変化の時代」と表現されることが多く、我々
は新型コロナウイルス感染症問題、人口動態の変化、地球
環境の変化、技術革新、緊迫した世界情勢等、日本だけで
なく世界中で急速な変化が起きている時代を生きている。
その中で学校は、現代の教育も社会の変化に対応し、子供
たちが自律し、豊かな人生を切り拓くための資質や能力を
育むことが求められている。具体的に、知識の詰め込み教
育から自ら考え学ぶ教育への転換、ＩＣＴの活用と情報活
用能力の育成、個別最適な学びと協働的な学びの実現、多
彩な社会との連携等が挙げられる。そのために、教職員に
は予測困難な社会に対応できる力を生徒が身に付けられる
ようにするために、「常に成長し続ける姿勢」「新しい時代
に向き合う変化に対応できる教師」が重要となっている。
　私の実践も、そのような考え方を大前提として、新しい
時代に向けて常に成長・変化し続ける柔軟な姿勢や考え方
が重要と捉え、取組を行った。
２　実践
　本校の学校課題は「不登校」である。以下に示す本校で
の取組は、生徒指導と教育相談が一体となった組織を構築
することで、不登校の改善へと繋がるとともに、新時代を
創る取組と捉えている。また実践の継続により不登校の改
善のみならず、非行・人間関係トラブル・日常生活トラブル等、
その他の積極的な指導・支援にも繋がると考えている。
⑴ 指導体制の基盤を作る校内研修
ア 教師として大切に考えていることの共有

校内研修を行う上で、生徒指導主任としてリーダー
シップを発揮するためには、まず自らの考えを整理して
取組を行うことが大切である。そこで生徒指導・教育相
談に際して教師として大切なこととして以下の 4 つを
挙げ、それらをバランス良く取り組むよう全教職員に共
通理解を図った。
ア 日常の積み重ね…日常から生徒の小さな変化を逃さ

ない観察力や感度、コミュニケーション力を高める。
特に信頼関係は、「日常」の関わりの積み重ねで深ま
るものである。

イ チームワーク行動…教師は組織の一員であり、指導
の際は、ケアとフォローの視点を欠かさないという「組
織で生徒を観る視点」を持つ。子供には個性があり、
子供は教師独りよがりで育てるものではなく、みんな
のサポートで育てるものである。組織の重要性を基盤

として、教師自身の役割が成り立っていく。
ウ 授業力…自らの日々の授業実践力を高める。学校生

活の 65％は授業である。教師はまず授業であり、そ
の１時間の授業の中で子供を育むものである。誰もが
夢中になる授業を展開し、授業の中で子供の居場所を
作っていく。

エ 責任感…役割を全うする姿勢と決意。指導の際に褒
める、認めることに加え、時には「ダメなモノはダメ」

「これはわかってほしい」といった毅然とした態度を
持つことも大切である。
イ 全職員と積極的かつ前向きなコミュニケーションを
図るための研修・会議
強固なチーム・組織体制を作るために、生徒指導主

任として生徒指導及び教育相談の中心となり、「全職員」
と密な連携を図ることが重要である。その実践のための
主要な研修・会議は以下の通りである。
ア 年度当初の研修

要となる研修は、年度当初に設定される生徒指導・
教育相談研修である。この研修では、管理職と連携し
て生徒指導・教育相談指針を作成し、学校の方向性と
情報共有を全職員に示した。学校の軸がぶれない組織
体制には、必要不可欠な研修である。

　　今年度の研修内容は、生徒指導・教育相談の現状と
課題、各学年の課題と情報共有・重点対策、本校の対
応方針の確認・協議を行った。学校重点ワードを「繋
がり」と設定し、全職員で信頼関係を基盤に、生徒を
中心に置き、教職員・保護者・地域間との繋がりを大
切にして取り組んでいる。繋がりの視点から、具体的
な取組として、全職員・全校生徒・部活動・地域の各
分野による挨拶運動を行っている。

イ 定期的な会議
生徒指導主任としては、週１回設定される「生徒指

導・いじめ防止対策部会」と「教育相談部会」を基盤
として、管理職・各学年担当者・養護教諭・SC・さ
わやか相談員等と情報共有・指示伝達・協議等、密に
連携を図っている。特に、報告・連絡・相談から具体
的な取組を考える視点を大切にしており、「みとり活
動 ( 以下紹介 )」もこの会議から発案された。

　　その他に、学年主任が主軸となる週１回設定されて
いる学年連絡会にも参加し、情報共有・伝達に漏れの
ないよう連携を図っている。担当者との連携のみなら

新時代を創るこれからの生徒指導と教育相談の在り方
～生徒指導と教育相談が一体となった組織作り～
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ず、学年を動かすための連携としては大切な機会と捉
えている。
⑵ 小中連携の取組

本校の生徒指導主任による小中連携として、週 1 回
の小学校訪問を行っている。内容は、本校に入学する近
隣の小学校を対象とし、小学校６年生の授業を中心に支
援を行い、小学校から中学校への円滑な接続を行う。詳
細は以下の通りである。
ア 授業を軸とした担任との連携

授業において TT の役割を担い、生徒一人一人との
人間関係を構築し、担任との情報共有を行った。前もっ
て大切な情報の欠如が無いよう努め、中学校への円滑
な接続へと繋げた。状況により課題のある児童とは、
小学校の担任を主軸に、在籍中に個別面談・保護者面
談をする等、個に応じた対応を行った。
イ 入学前の事前相談・面談の実施

入学前の不安や心配事を軽減するために、必要に応
じて児童・保護者に対する相談・面談を行った。具体
的な例として、個別で入学前に中学校見学を行い、中
学校の職員から学校の様子を実際に話してもらい、少
しでも中学校の雰囲気を感じ取ることができる働きか
けを行った。不安軽減のみならず、目標を持てたり、
入学後の中学校と本人・保護者の関係構築にも繋がっ
たりして、大変効果的であった。
ウ 出前授業

本校に入学する全小学校を対象に、小学校段階で中
学校生活を意識した時期 ( ２学期後半または３学期 )
に、中学校生活についての出前授業を行った。内容は、
中学校生活の様子や決まり、質疑応答を中心に行った。
特に、生徒が実際に学校生活を紹介した動画には、興
味を示す児童が多数いた。また、毎週兼務で勤務する
小学校に関しては、人間関係も構築されていることか
ら様々な質問が挙がった。入学前に細かい情報発信が
できることもあり、効果的な授業となった。

　　授業の中で、児童に提示するキーワードとして「リ
スタート」という言葉を提示している。小学校から中
学校への入学は新たなスタートであり、良好な人間関
係を構築するためには、人間関係が壊れるような過去
の話はしないように助言している。中学校の職員にも

「リスタート」というワードを示し、新たに前向きな
スタートが切れるように各学年・学級指導へと繋げた。
エ 連絡会

年度末に、本校へ入学する小学校を対象に授業参観・
情報交換会を行った。特に、小中学校間において接続
に必要な資料に関しては、町内の中学校間でも連携を
取り、入学する小学校側に共通した資料を作成するよ
う提示し、小さな情報も大切にしながら円滑な中学校

生活の接続へと繋げた。
　　小中連携ファイルを毎年同一資料で作成することに

より、曖昧な情報共有とならず、新しく転入した職員
にも情報が見える形で示せることができた。

⑶ 全職員による校内実践「みとり活動」
生徒指導・教育相談の要となる行動は、日常から感度を

高くして生徒と関わることの積み重ねと考えている。その
ため、本校では全職員による「みとり活動」を実践している。
　みとり活動とは、意図的に生徒と関わる時間を増やし、
日常から信頼関係を大切にすることを目的としている取組
である。ルールで信頼関係を作る上下の関係ではなく、ま
ず心で繋がる姿勢を大切にして、温かい雰囲気を作ってい
る。休み時間になると、廊下等に教職員が必ず配置され、
その教職員は監視ではなく観察の視点を大切にしており、
生徒と教師の会話には笑顔が溢れている様子がうかがえ
る。休み時間から次授業の担当教諭への連携も効果的に図
れた。トラブル等があった場合も、休み時間の関わりから
早期発見・早期解決に繋がることも多い。
　学校全体で実践を継続することにより、生徒から相談さ
れやすい信頼関係や、生徒の小さな変化を見逃さない教師
側の感度の高まりヘと繋がっている。
⑷ 若手育成の視点

良い組織の構築には、目的が共有されていること、一人
一人に貢献意欲があること、コミュニケーションが円滑で
心理的安全性が高いことが大切である。それを築くための
具体的な一つの方策として、職員一人一人のスキルアップ

「若手育成・若手研修会」が挙げられる。生徒指導・教育
相談の日常で大切にしたいことを年度中頃に１回、研修会
として行った。日常の中でも、電話等の保護者対応や生徒
指導・教育相談の指導・支援について、事前に相談・確認
する等の姿勢も若手育成に対しては特に大切にしている。
3　まとめ
　実践による数値結果を見ると、不登校改善傾向という形
で表れている。特に今年度は改善傾向が高く見受けられ、
引き続きの取組により効果的な実践を行っていきたい。ま
た、実践を継続することで生徒の心理的安全性が高まり、
効果が大きく発揮されると考えている。前述したように、
時代は変化し指導・支援には個性を大切にし、子供たちの
心理的安全性の確保という視点が求められている。教師は
人を育てる崇高な職業である。その背景には、人から学び
を受けている謙虚でいて前向きな姿勢を忘れてはいけな
い。子供を形に当てはめ、個性を失わせてしまう指導・支
援体制とならないよう努めていきたい。
　今後も、子供からの学びを絶やさない共に成長し続ける
教師像を目指し、新時代に求められている明るく活力のあ
る実践を続けていきたい。

実 践 論 文
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県立富士見高等学校　教諭　添
そ え

野
の

和
か ず

彦
ひ こ

１　はじめに
　本事業は、県教育局生徒指導課が実施校として指定す
る、「地域等と連携した中途退学防止事業」の一環として、
学校に不安を感じている中学生の高校進学後の学校適応
のための方策を試行するものである。
　令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上
の諸課題に関する調査によれば、県内公立高校の中途退
学者数は３年連続増加しており、中途退学防止には、学
校での相談体制の充実のみならず、未然防止として学校
生活への適応を支援することが重要であるとしている。
　本校における研究は、不登校の中学生の状況に目を向
け、高校入学をきっかけとした学校への復帰を目指す事
例づくりを目標に、上記事業推進校として、中学校から
高校への円滑な移行などをテーマに地域の自治体と連携
を図り、結果を検証するものである。

２　取組について
⑴ 実施方法

本校は、富士見市立学校のうち、東中学校、南畑小
学校、富士見特別支援学校、教育支援センター（旧適
応指導教室）が隣接するまさに “ 学園都市 ” の中にあ
り、地域の学校との密接な連携をしやすい場所にある。
　そこで、教育支援センターに通う中学生（以下、通
所生）をターゲットとし、事業目的「中学校から高校
への円滑な移行」について高校受験をきっかけとし、
一般的に考えられていた物理的な居場所（部活動、生
徒会、図書館）の他、学校行事等への参加をとおした
人間関係構築の在り方を含めた、精神的な居場所が不
登校を改善することに繋がるのではないかという仮説
に基づいた取組を実施することにした。本報では、見
学した中学生の心的変化に関する情報を収集するとと
もに、交流をした高校生や、本校に在学中の元通所生
の意見等をもとに考察する。
⑵ 実際の取組について（令和６年度実施）
ア 生徒間交流
① 第１回　令和６年６月 24 日（月）事前学習

教育支援センター室長の指導によるワークショップ
を実施し、次回から始まる通所生との交流が円滑に進
むよう、本校生徒が在籍校のよいところを再確認する
とともに、自分の夢を語ることと他人の夢を応援する

ことの大切さを学んだ。
　これにより、通所生を受
け入れ、胸を張って本校の
よさを踏まえた一般的な高
校に関する説明や質疑応答
を行う準備ができた。
② 第２回（第１回交流）　令和６年８月 28 日（水）
図書館ワークショップ　参加通所生５名
　本校司書の講義により図
書の分類法について学び、
自分の興味・関心のあるこ
とについて、実際に本を探
す体験を行った。誰かと協
力して探していた通所生も
おり、人間関係の構築の場、物理的な居場所としての
可能性を探ることのできる交流会となった。
③ 第３回（第２回交流）　令和６年９月 13 日（金）
行事の準備・見学　参加通所生８名
　翌日の文化祭一般公開に
向けた準備の様子を見学し
たり、公開に先駆けてアト
ラクションを体験したりす
るなど、案内役の高校生た
ちと一緒に楽しんだ。
　高校生と中学生はすぐに打ち解け、和やかな雰囲気
で校内を回っていた。協調して行事に取り組む高校生
たちの姿を見て、学校での精神的な居場所としての可
能性を探ることのできる交流会となった。
④ 第４回（第３回交流）　令和６年 11 月 26 日（火）
行事の当日見学　参加通所生７名
　雨で中止となった体育祭の代替行事（Fujimi 
Sports Festival）を見学した。大変寒い１日であった
が、行事の様子を興味深く見ていたようだった。保護
者等の観覧席からの見学と、
生徒応援席の間近での見学を
実施し、元気に行事に取り組
む高校生たちの姿を目の当た
りにし、学校での精神的な居
場所としての可能性を探るこ
とのできる交流会となった。

地域等と連携した中途退学防止事業
～富士見市教育相談室・教育センター「あすなろ」との連携～

本校が令和６年度に「地域等と連携した中途退学防止事業」の取組の一つとして実践したものである。富士見市教育相談室・
教育支援センター「あすなろ」と連携し、不登校の状態にある中学生が高校入学を機に登校できるようになることを目的
とし、そのきっかけづくりについて試行した。令和６年度が初めての試みであり、令和７年度も継続して実施している

【図１ 事前学習の様子】

【図２ ワークショップの様子】

【図３ 文化祭交流の様子】

【図４ 体育祭代替行事での様子】
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イ 振り返り
令和６年 12 月 18 日（水）、23 日（月）
①参加在校生９名が次のテーマで意見交換を実施

ⅰ　交流事業に参加して、感想等
ⅱ　不登校全般について、意見等
ⅲ　不登校経験の発表等（任意）
ⅳ　学校での居場所について
ⅴ　これからのあすなろ交流について
ⅵ　通所生へのメッセージ

②参加した通所生へのアンケート実施（回答数６）
３　結果と考察
ア 結果

交流事業に際しての在校生・通所生の感想や意見
　を示す。
　≪在校生≫
　①交流事業に参加して、感想等
・本当に不登校なの？と思えるほど、活発に見学、質
   問し、楽しく過ごしているように見えた。
・通所生から、「どうして富士見高校を選んだのか？」
 「中学３年生のときは何をしていたのか？」などを
   聞かれた。
・本校生の行事に取り組む姿を見て、「来年、こうい   
  うことができるのかな？」「高校に入って○○した 
  いな」「いろんな高校を調べて、高校へ行ってみた
  いな」と前向きな発言をしているのを聞いて嬉し    
  かった。
②不登校全般について、意見等
・ 不登校の人は、「自分だけ省かれている」と思って
  いる人が多いのではないかと思う。周りが他の人た
  ちと同じように接してくれて、理解してくれる人、
  何も言わずに仲良くなれる人の存在ができることが
  望ましい。先生の協力も必要だと思う。（経験者）
・ 久々に学校に行くと、ドアを入るときに他人から見
  られている感覚がある。周りの目が気になる。しか
  し、周りが自分を理解してくれる、普通に接してく
  れる、一人の人間として扱ってくれるという実感が
  あると安心するようになる。（経験者）
③学校での居場所について
・�クラスに話しやすい人がいないと、学校に行く気に

ならないので精神的な居場所は必要だと思う。しか
し、そもそも人と関わるのが怖いので、仲のよい人
をクラスで探すのは難しい。だからきっかけとして
の物理的な居場所は必要だと思う。

・�居場所がクラスだけだと、先輩や他クラスの人との
関わりが広がらない。けれども、クラスに話せる人
がいる（精神的な居場所がある）のが理想。

④これからの交流について
・続けた方がよい。意味はすごくある。（全員一致）

・�行事のような賑やかなものが苦手な人もいると思う。
静かな授業などの体験があるとよいかもしれない。

≪通所生≫
（アンケートは４段階で、４が最も肯定的な回答。Q1
は交流の楽しさ、Q2 は高校の様子の理解度、Q3 は
進路意識の変化である。）

【表 アンケート結果】

Q1 Q2 Q3
Ａ ３ ３ もともと進学希望
Ｂ ４ ３ もともと進学希望
Ｃ ４ ３ 交流きっかけに進学検討
Ｄ ４ ４ もともと進学希望
Ｅ ４ ３ 交流きっかけに進学検討
Ｆ ３ ３ もともと進学希望

イ 考察
交流事業の内容、受入れの準備態勢に課題は残るも

のの、進学に後ろ向きであった中学生に、進学を検討
してみようという心的変化が見られた。また、受入れ
に参加した高校生の半数以上が不登校を経験しており、
それらの生徒の意見も踏まえ、交流事業が不登校対策
に一定の効果があることが見えた。実際、この交流会
に参加していた通所生が令和７年度入学生（現１学年）
として在籍しており、高校入学から約３か月経つが、新
しい環境の中で充実した生活を送れていると述べてい
る。
　このような結果から、通学に後ろ向きではあるが教
育支援センターに通所できている中学生に対し、その
通所できているというアドバンテージを生かし、でき
る範囲で高校との交流に参加してもらうことにはメ
リットがあると言える。そこでは、自身のキャリアを
高めることを目的とした進学に真剣に向き合うように
なることが期待できる。そして、高校での居場所をイ
メージさせることが生徒間交流によって実現可能であ
ることが見えてきた。そのため私たち教員は、不登校
の状態になった原因を含めた個々の状況を把握し、こ
れまで研究されてきた物理的居場所のほかに、安心で
安全な人間関係としての精神的居場所が、学校内の場
所を問わず存在することが必要な生徒もいるであろう
ことから、居場所の選択を個別に支援することが必要
なのではないかと考えた。その際、中学校、教育支援
センター、高校の教職員による個別の関わりと機関間
連携が必要であるが、不登校経験のある者をはじめ、
高校の生徒に期待される役割は大きいのではないかと
思われる。

実 践 論 文
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我 が ま ち 、 こ ん な ま ち

本庄市　企画財政部広報課　広報係長　谷
や 　 た 　 べ

田部　優
すぐる

　本庄市は、歴史と文化、便利さ、自然の豊かさが融合
したまちです。市内には特色ある地域があり、それぞれ
が異なる魅力を発信しています。その多彩な魅力を、エ
リアごとにご紹介します。

歴史が息づく宿場町「本庄駅周辺」
　中山道最大の宿場町としての歴史が息づくエリアで
す。「旧本庄商業銀行煉瓦倉庫」「田村本陣の門」などの
歴史的な建造物が点在し、蔵を活用した店舗やカフェも
隣接するなど新旧の調和のとれた街並みが魅力です。夏
と秋に行われるまつりでは、山車や神輿が町を練り歩き、
地域の絆が見えます。歴史と新たな賑わいが融合するエ
リアです。

ゆとりある街並みが広がる「本庄早稲田駅周辺」
　駅を中心とした都市開発で美しい街並みが広がりま
す。「早稲田大学本庄キャンパス」「本庄早稲田の杜ミュー
ジアム」などの文化施設に加え、「本庄総合公園」といっ
た自然豊かな場所もあり、スポーツや散策も楽しめます。
秋には一面に広がるマリーゴールドで訪れる人々を魅了
する「マリーゴールドの丘公園」もあります。交通利便
性と快適な暮らしが調和したエリアです。

歴史と人々の温かさに包まれる「児玉駅周辺」
　歴史ある街並みと人々の温かい暮らしが調和するエリ
アです。蔵造りの建物や古い商家が点在し、「塙保己一
記念館」では盲目の国学者・塙保己一の偉業に触れられ
ます。塙保己一の「世のため、後のため」の精神はまち
づくりにも息づいています。また、地元商店や飲食店も
並び、季節ごとの祭りや行事が地域を彩ります。

自然と歴史が紡ぐ豊かさ「児玉里山地域」
　自然の豊かさが際立つエリアです。「成身院百体観音
堂」や養蚕業時代の古民家など、歴史的趣のある場所が
点在。地元食材を活かした手打ちそば、市民農園での野
菜作り体験、ハイキングなど、里山ならではのアクティ
ビティも充実。季節を感じる風景や鳥のさえずり、静か
な空間が癒しを与えてくれます。

個性豊かなエリアが織り成すまち
　歴史の趣、快適な都市環境、自然の癒しが調和し、訪
れる場所ごとにさまざまな魅力があります。皆さまのお
越しをお待ちしています。

歴史・自然・文化が調和する本庄市の魅力

【昔の蔵を活用した店舗が連なる場所も】

【駅周辺には整然とした街並みが広がる】

【変わらない趣を感じる街並み】

【養蚕で栄えた往時の風景が今に残る】
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教 育 長 か ら の メ ッ セ ー ジ

入間市教育委員会　教育長　中
な か

田
た

一
い っ

平
ぺ い

１　はじめに
　明確なゴールが見えない変化の激しい社会において、
教育に求められることは多岐にわたり、日々更新されて
いる。このような状況の中、目の前の子どもに日々真摯
に対応していただき、保護者、地域の方々と連携してい
ただいているすべての教職員、関係者の皆様に心より敬
意を表したい。
　令和５年に「こども基本法」が施行され、入間市教育
委員会では、教育・福祉・保健の連携を推進している。
また、学校教育においては、子どもの今とこれからにとっ
て最もよいことの優先に向け、「子どもたちの豊かな未
来を創り、今を幸せにする入間市の教育」をスローガン
とし、子どもの基本的人権が守られることを基盤に、子
どもの発言や活動参加並びに安心できる居場所と学ぶ機
会を保障するために、不易と流行に留意しながら教育改
革を推進している。
　埼玉教育の紙面からは、常に多くの示唆をいただいて
いる。今回は発信の機会をいただいたので、私が推進し
ている「教育改革」の３つの柱について紹介したい。
　１つでも参考になれば幸いである。

２　学校経営の構造改革【柱①】
　児童生徒の考えや願いを把握し、学校の決まりや学校
行事の在り方を児童生徒が中心となって改善するなどの

「子ども中心の学校経営」を行うことにより児童生徒の
主体性を育み、「考えを行動に移す機会」を意図的に増
やす。結果としての「成功」のみを求めるのではなく、
失敗を恐れず挑戦することの意義や価値をすべての児童
生徒が共有することにより、子どもの自尊心と挑戦する
力を育む。

３　学びの構造改革【柱②】
　すべての子どもが安心して過ごせる、心理的安全性の
高い学級づくりを基盤に、「子どもが主体となり、協働
を通して自分の良さに気づき、自らを伸ばす授業」を展
開する。そのために、多様性を認め、自分と異なる価値
観を持つ仲間を尊重し、協働することを通して課題解決
に向け思考し続ける児童生徒の育成を目指す。具体的

には、ペアやグループで
課題に取り組み、仲間の
力を借りて自らの学びを
深める『発達段階に応じ
た学び合い学習』により
子ども主体の授業を実現
し、「答えが１つとは限
らない」探究的課題にも計画的にチャレンジすることで
認知能力と非認知能力を一体的に育成する。

４　学校と地域の連携改革【柱③】
　すべての中学校区に学校運営協議会を設置し、学校と
地域が目指す子ども像を共有し、協働することを通して、

「子どもは地域の宝」「地域と共にある学校」を具現化す
る。さらに、「子どもたちのために」を合言葉に 20 の
組織からなる「地域交流会」と学校の交流を一層推進す
るために地域学校協働活動推進員を各中学校区に配置
し、「地域の方々が学校を支援し、子どもたちの活動の
場を地域が提供することで地域の活性化を図る」地域学
校協働活動を推進する。

５　結びに
　社会の変化が増すにつれ、教育の重要性も増している。
すべての子どもたちが自らの力で未来を切り拓き、自分
らしく活躍できる力を育む環境が不可欠である。そこで、
令和３年以来、各学校児童生徒と教育長のオンライン会
議「入間市教育未来会議」を毎学期行っている。
　この会議を通して児童生徒から学ぶことは多い。　
　「市内児童生徒の願い」の全体傾向をタブレットによ
り把握し、「未来を生きる子どもたちに何ができるのか」
を視点に、現在は「子どもたちの認知能力と非認知能力
の一体的な育成」に特に力を入れている。
　今こそ、子どもを中心に据え、教育に関わる私達が協
働し、失敗を恐れず考えを行動に移す時といえる。

子どもたちの豊かな未来を創り、今を幸せにする入間市の教育
【プロフィール】昭和 57 年入間市立武蔵中学校赴任。入間市及び飯能市内中学校に勤務後、平成 17 年度飯能市教育委
員会指導主事。平成 20 年度埼玉県教育局西部教育事務所指導主事、平成 22 年度飯能市立原市場中学校教頭、平成 24
年度から入間市立藤沢中学校長及び豊岡中学校長を 9 年間歴任し、この間「つくば教職員支援機構中央研修」に４回参加。
令和３年度より現職。

本市では「授業分析 12 の視点」並
びに「学びのスタンダード」を活用
して授業改善を支援している。

　▶︎入間市学びのスタンダード等
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令和６年度　夢ネット子供ギャラリー作品

「からふるちょうちょと　あそぼう」
久喜市立栗橋西小学校　第１学年（出品当時）　　飯

いい
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「中央線 209系」
県立川越特別支援学校川越たかしな分校
高等部第２学年（出品当時）　　榊

さかき
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と
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令和６年度　夢ネット子供ギャラリー作品

「いえのうらが　ぼくのきち」
新座市立西堀小学校　第２学年（出品当時）　岡
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村
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